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第３節 通商政策局 

１．世界経済の動向 

国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、2021 年の世界経済の

実質ＧＤＰ成長率は、コロナ禍からの回復もあり、6.1％

の高い成長率となった。ただし、成長率は国・地域によっ

て差があり、コロナ禍からの世界経済の立ち直りは、国･

地域間でペースの異なる「Ｋ字型」の回復であった。一方

で、中国でのコロナ再拡大に伴う都市封鎖、ウクライナ情

勢等に起因する高インフレ、その対応としての各国の政策

金利の急速な引上げ等の影響により、国際通貨基金（ＩＭ

Ｆ）は世界経済の実質ＧＤＰ成長率の見通しを、2022 年は

3.2％、2023 年は 2.9％に下方修正するなど、成長の減速

が予測されている（参照：表 ＩＭＦの主要国・地域の実

質ＧＤＰ成長率の見通し）。 

主要国経済の動向を見てみると、米国では巨額の財政措

置により消費が喚起されコロナショックからの経済回復

が進行しており、2021 年の実質ＧＤＰ成長率（季節調整

済）は、2021 年第２四半期にはコロナ禍前の 2019 年第４

四半期の水準を越え、通年では 5.7％とプラス成長になり、

1984 年以来 37 年ぶりの高い成長率を記録した。経済活動

の再開に伴い、失業率はコロナ禍前の水準へと改善をして

いる一方で、コロナ不況後の急激な求人増を受けて、労働

条件を見直す動きから自主退職者が増加する「大交渉時代」

となっており、企業にとっては人手不足の状況が継続して

いる。人手不足に加えて、サプライチェーンにおける供給

制約が、世界的なインフレを招いており、とりわけコロナ

禍の米国経済においては歴史的水準でインフレが進行し、

高止まりしている。さらに、ロシアによるウクライナ侵略

によって、エネルギー供給、資源・食料等のサプライチェ

ーンの一部途絶や見直しによって混乱が生じ、資源価格の

高騰に伴うインフレ圧力を一層高めている。インフレが高

止まりする中、人手不足や物価上昇を映じて名目賃金は上

昇するものの、実質賃金はマイナスで推移しており、今後

の経済成長を下押しする可能性がうかがえる。米国連邦準

備制度理事会（ＦＲＢ）は 2021 年 11 月に開始を決定した

量的緩和の縮小（テーパリング）を 2022 年３月に終了し、

インフレが高止まりする中で、2022 年３月には政策金利

の引上げを決定しており、2022 年中は継続的な利上げを

行うことが見込まれる。 

ユーロ圏の 2021 年通年の実質ＧＤＰ成長率は、前年比

＋5.3％となり、ＥＵ統計局の統計開始以来、最大の落ち

込み幅を記録した 2020 年からは回復したものの、落ち込

みを挽回するまでには到らなかった。四半期ベースで動向

を見ると、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や行

動制限の段階的緩和に伴う経済活動の再開により、サービ

ス業を中心に個人消費が持ち直し、2021 年第２四半期よ

り３四半期連続でプラス成長となった。2022 年は、２月の

ロシアによるウクライナ侵略に伴う資源高やサプライチ

ェーンの混乱等の影響により、先行きの不透明感が強まり、

第１四半期の実質ＧＤＰ成長率は、前期比＋0.5％と低成

長にとどまった。 

英国の 2021 年通年の実質ＧＤＰ成長率は、前期比＋

7.4％と第二次世界大戦以降で最大の伸びを記録し、2022

年第１四半期は４期連続プラスの前期比＋0.8％となった。 

2022 年第１四半期の実質ＧＤＰの水準を見ると、ユー

ロ圏及び英国ではコロナショック以前（2019 年第４四半

期）の水準まで回復した。 

なお、ＥＵ・英国間の通商・協力協定（ＴＣＡ）は、2021

年１月１日から暫定適用が開始されていたが、その後、欧

州議会の同意を経て、同年４月 29 日にＥＵ理事会が批准

を決定し、同年５月１日に正式に発効した。 

中国の 2021 年の実質ＧＤＰ成長率は 8.1％と、政府目

標の「６％以上」を達成し、コロナショックで落ち込んだ

前年の反動もあって、コロナ前の 2019 年よりも加速した。

もっとも、四半期別成長率の推移を見ると、年初の第１四

半期は昨年の反動から高成長となったが、年央から洪水、

感染再拡大、電力不足、半導体不足、不動産規制、資源高

等の様々な要因が重なり、第２四半期から３四半期連続で

減速が続いた。2022 年第１四半期は、小幅ながら４四半期

ぶりに伸び率が加速したが、ゼロコロナ政策の下で感染再

拡大による行動制限や不動産規制に伴う不動産市場の低

迷が継続しているほか、上海等の大都市の厳しい防疫措置

や、２月のロシアによるウクライナ侵略の影響による資源

価格の高騰やサプライチェーンの混乱が一段と高まって

いる。 
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表１：実質ＧＤＰ成長率の推移 

暦年 2020 2021 2022 2023 

世界 –3.1 6.1 3.2 2.9 

先進国 –4.5 5.2 2.5 1.4 

米国 –3.4 5.7 2.3 1.0 

ユーロ圏 –6.3 5.4 2.6 1.2 

日本 –4.5 1.7 1.7 1.7 

英国 –9.3 7.4 3.2 0.5 

新興国 –2.0 6.8 3.6 3.9 

中国 2.2 8.1 3.3 4.6 

インド –6.6 8.7 7.4 6.1 

ロシア –2.7 4.7 –6.0 –3.5 

出典：ＩＭＦ 

２．国際経済協力 

２．１．Ｇ７、Ｇ20 

（１）沿革 

Ｇ７サミットは、1970 年代に発生したニクソン・ショ

ックや第一次石油危機への対応を契機に、世界経済問題に

ついて首脳レベルで議論するフォーラムとして誕生した。

第一回サミットは、フランス、米国、イギリス、ドイツ、

日本、イタリアの６か国により 1975 年に開催され、その

後、各国が持ち回りで議長国を務めつつ開催されている。 

また、Ｇ20サミットはリーマン・ショックを契機とする

経済・金融危機に対応するため、Ｇ20財務大臣・中央銀行

総裁会合を首脳級に格上げする形で、2008 年に第一回が開

催された。以降、毎年開催されている。2021 年は、昨年に

続き新型コロナウイルスの影響が残るものの、Ｇ７・Ｇ20

ともに２年ぶりに対面形式でサミットが開催された。 

 

（２）会合の概要 

①コーンウォール・サミット（議長国：英国） 

2021 年６月 11 日から 13 日にかけて、英国・コーンウ

ォールでＧ７コーンウォール・サミットが開催された。当

該サミットは、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大以

後、初めて対面で開催されたサミットとなった。 

Ｇ７の中心的議題である、世界経済・貿易や外交・安全

保障について、Ｇ７首脳間で率直な議論が行われたほか、

新型コロナ対応を含む国際保健、気候変動・生物多様性及

び基本的価値に関する議論については、アウトリーチ国や

国際機関からの参加も得て、議論が行われた。 

菅総理は、新型コロナウイルス感染症対策・国際保健、

世界経済・自由貿易、気候変動、地域情勢といった重要課

題について、積極的にＧ７の議論に貢献し、首脳間の率直

な議論をリードした。「開かれた社会」に関するセッショ

ンでは、データ保護の課題に対処しながら価値あるデータ

主導型技術の潜在力を活用するため、信頼性のある自由な

データ流通（ＤＦＦＴ）を推進する重要性を指摘するとと

もに、基本的価値を共有する国々が、インド太平洋地域へ

のコミットメントを明確にすることが重要であり、特にＡ

ＳＥＡＮと連携しつつ、具体的協力を推進すべきと述べた。 

Ｇ７として協力して新型コロナウイルス感染症に打ち

勝ち、より良い回復を成し遂げ、国際協調と多国間主義に

基づき、民主的で開かれた経済と社会を推進することで一

致した。 

議論の総括として、Ｇ７首脳コミュニケ、３つの附属文

書及びその他の文書が発出され、「自由で公正な貿易に対

するコミットメントの下、連帯する」こと、「持続可能な

サプライチェーンへの移行の促進に関するＧ７貿易大臣

の結論を承認し、カーボンリーケージのリスクを認識し、

このリスクに対処し、我々の貿易慣行がパリ協定の下での

我々のコミットメントと合致するよう協力的に取り組む」

こと、「新型コロナウイルス感染症対策に不可欠な物品及

びワクチン並びにその原料の製造における、開かれた、多

様で、安全かつ強靭なサプライチェーンに対する貿易大臣

の支持を歓迎する」こと、「個人を強制労働から守り、グ

ローバルなサプライチェーンが強制労働の利用に関わら

ないことを確保するため、我々自身が利用できる国内的手

段及び多国間機関を通じて協働し続ける」こと、「ＷＴＯ

の現代化において進展が図られることを確保する上で必

要な持続的な取組及び機運を与える」こと、「引き続きデ

ータ保護に関する課題に対処しながら価値のあるデータ

主導の技術の潜在力をより良く活用するため、信頼性のあ

る自由なデータ流通を擁護する」こと等が明記された。 

 

②Ｇ７貿易大臣会合（議長国：英国） 

2021 年のＧ７議長国であった英国は、過去開催されて

こなかったＧ７貿易大臣会合を立ち上げ、合計３回の貿易

大臣会合をオンラインで開催した。 

翌 2022 年の議長国であるドイツは、本会合の意義を引

き継いで、2022 年もＧ７貿易大臣会合を開催することを
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決定した。 

（第１回目） 

 2021 年３月 31 日に開催され、梶山経済産業大臣、茂木

外務大臣が参加した。 

 本会合では、ＷＴＯ改革、貿易を通じた気候変動対策・

環境問題への貢献、医療関連物資のサプライチェーン強靭

化、デジタル貿易の促進などについての議論がなされ、議

長声明が発出された。 

 議長声明においては、主として、以下の旨が盛り込まれ

た。 

・多角的貿易体制の必要性を再確認し、ＷＴＯ改革の議論

に不可欠な政治的モメンタムを提供する。 

・貿易を通じた気候変動対策・環境問題に対する貢献の重

要性を再確認し、持続可能なサプライチェーンの構築等

に向けて議論を進める。 

・医療関連物資の貿易促進及びサプライチェーン強靭化

に向けた通商政策のあるべき方向性を検討する。 

・デジタル保護主義への反対、信頼性のある自由なデータ

流通（ＤＦＦＴ）の重要性等に合意し、デジタル貿易に

関する高い水準の原則の策定を進めることを約束。 

・デジタル貿易はＷＴＯの新たなルール形成における重

要分野であり、ＷＴＯ電子商取引交渉を進める取組を強

化し、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議までに実質的な進捗を達

成することを目指す。 

 

（第２回目） 

2021 年５月 27 日及び 28 日に開催され、梶山経済産業

大臣、茂木外務大臣が参加した。 

 本会合では、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議も見据え、ＷＴＯ

を中心とする自由貿易体制が抱える課題や、その対応の方

向性についての議論がなされ、閣僚声明が採択された。 

 閣僚声明においては、主として、以下の旨が盛り込まれ

た。 

・産業補助金、国有企業に関するより強力な国際的な規律

の策定に向けた交渉開始を求め、強制技術移転への対処

を継続。 

・ＷＴＯ紛争解決制度の改革に関する率直かつ建設的な

議論を行い、10 月の次回会合に向けて議論を継続する

ことを約束。 

・グローバルなサプライチェーンにおける強制労働を防

止、特定、撤廃するべく、データ及び証拠を共有するた

めの技術的な議論を実施し、ベストプラクティスに基づ

く提言を策定するよう、事務方に指示。 

・ＷＴＯで行われている貿易と環境持続可能性に関する

体系的議論が、機運を高める機会であることを認識。 

・世界的なワクチンの生産と流通の拡大に向けた解決策

を特定するため、議論を優先的に行い、ＷＴＯにおける

作業を支援。 

・デジタル保護主義への反対について団結。信頼性のある

自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）の重要性に合意。データ・

ローカライゼーションがデータ流通に影響を与え、ビジ

ネス、特に中小零細企業に影響を及ぼしうることを認識。

10 月の貿易大臣会合において「デジタル貿易原則」を採

択。 

 

（第３回目） 

2021 年 10 月 22 日に開催され、萩生田経済産業大臣、

石井経済産業副大臣、三宅外務大臣政務官がオンライン参

加した。 

 本会合では、強制労働や市場歪曲的措置への対応、気候

変動対策やデジタル化の進展を踏まえた政策的対応等に

関して議論がなされ、閣僚声明とあわせて、Ｇ７ で初め

てとなる、強制労働及びデジタル貿易に関する２つの附属

文書が採択された。 

 閣僚声明及び附属文書においては、主として、以下の旨

が盛り込まれた。 

＜閣僚声明＞ 

・ＷＴＯ閣僚会議を成功裏に開催し、貿易と保健に関する

多面的な成果に合意できるよう取り組む。有害な漁業補

助金の実効的な規律に関する有意義な合意等を支持。 

・ＷＴＯ改革に向けた取組を前進させることにコミット。

モニタリング、交渉と紛争解決制度を適切に機能させる

ためには、長年の課題に対応することが必要。進捗に必

要な政治的な機運を与えるため積極的にこの取組に関

与。 

・市場歪曲的措置について措置の不透明性が継続してい

ることに留意。市場歪曲的措置に対抗し、産業補助金や

国営企業に対する強化された国際ルールの発展を支持。 

・あらゆる形態の強制労働の利用に関する懸念を共有。グ

ローバルなサプライチェーンの中で強制労働を特定し、
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防止、撤廃するための提言（附属文書Ａ：強制労働にか

かるＧ７貿易大臣声明）を支持。 

・デジタル保護主義・権威主義に反対。Ｇ７デジタル貿易

原則（附属文書Ｂ）を採択。電子商取引の共同イニシア

ティブを前進させることにコミット。 

・気候に対してカーボンリーケージが与えうる悪影響を

認識。これに対するいかなる措置も、透明でＷＴＯ 整

合的であることが重要。 

＜附属文書Ａ：強制労働に係るＧ７貿易大臣声明＞ 

・グローバルなサプライチェーンにおいて、国家により行

われる脆弱なグループ及び少数派の強制労働を含むあ

らゆる形態の強制労働の利用に関する懸念を共有。 

・貿易政策が、グローバルなサプライチェーンにおける強

制労働を防止し、特定し、撤廃するための包括的なアプ

ローチにおける重要な手段の一つとなりうることを認

識。 

・全ての国、多国間機関、ビジネスに対し、人権と国際労

働基準を堅持することにコミットし、責任ある企業行動

についての関連原則を尊重するよう要求。 

・強制労働を根絶し、強制労働の犠牲者を保護し、国連ビ

ジネスと人権に関する指導原則（ＵＮＧＰ）によって認

められている原則の実施を改善する上での政府の重要

な役割を認識。 

・ビジネスにとっての明瞭性と予見可能性を更に強化す

ることにコミット。 

・人権デュー・ディリジェンスに関するガイダンスを促進

することにコミット。 

・個人を強制労働から守り､グローバルなサプライチェー

ンにおいて強制労働が利用されていないこと及び強制

労働を行った者に対し責任を問うことを確保するため、

各国が利用できる国内的手段及び多国間機関を通じた

協働を継続。 

＜附属文書Ｂ：Ｇ７デジタル貿易原則＞ 

開かれたデジタル市場 

・Ｇ７が団結し、デジタル保護主義・権威主義へ対抗する

とともに、オープンなデジタル市場を支持。 

・インターネットは、オープンで、自由で、かつ、安全な

ものでなければならない。 

・送信されたコンテンツを含む電子的送信は、電子的送信

におけるＷＴＯ関税不賦課モラトリアムに従い、関税が

免除されるべき。関税賦課の恒久的な禁止を支持。 

信頼性のある自由なデータ流通 

・デジタル経済がもたらす機会を活用するため、信頼性の

ある自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）を可能とすべき。 

・データ・ローカライゼーション要求が保護主義・差別的

目的に用いられる状況を懸念。 

・プライバシーや知財保護等に取り組む一方、越境データ

流通に対する不当な障壁に対処。 

・ガバメントアクセス（政府による個人データへのアクセ

ス）に関する共通原則の策定を目指す。 

労働者、消費者及び企業の保護 

・デジタル貿易を支える労働者の保護及びオンライン消

費者保護を実施すべき。 

・サイバーセキュリティを確保し安全なデジタル貿易環

境を維持すべき。 

・市場参入要件として、技術移転やソース・コード・暗号

の開示が求められるべきでない。 

・ガバメントアクセス(政府による個人データへのアクセ

ス）に関する共通原則の策定を目指す。 

・より多くの企業が貿易に参加できるよう､貿易関連書類

の電子化を推進すべき。 

・相互運用性を主たる目的とし､シングルウィンドウが開

発されるべき。 

公正かつ包括的なグローバル・ガバナンス 

・ＷＴＯにおけるデジタル貿易の共通ルール作り（電子商

取引交渉）を進展させるべき。 

・包摂的な形での成長を推進するため、各国間及び国内の

デジタル・デバイドへの取組が強化されるべき。 

 

③Ｇ７サミット（議長国：ドイツ） 

議長国ドイツの呼びかけにより、2022年２月24日に Ｇ

７首脳テレビ会議が開催され、岸田総理が出席した。同日、

ロシア連邦軍によるウクライナ侵攻が開始されたことも

踏まえ、会合後、Ｇ７首脳声明及びロシア連邦軍によるウ

クライナ侵攻に関するＧ７首脳声明が発出された。 

 その後も、2022 年３月 24 日にＧ７首脳会合がブリュッ

セルで開催され、岸田総理が出席した。また、2022 年３月

11 日にＧ７首脳声明の発出が行われ、ロシアによる侵略

を非難し、ロシアに対する制裁措置、ウクライナ支援等を

実施していくことが確認された。 
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④Ｇ７貿易大臣会合（議長国：ドイツ） 

2022 年３月 23 日、ドイツ議長年１回目となるＧ７貿易

大臣会合がテレビ会議形式で開催され、萩生田経済産業大

臣、林外務大臣が参加した。本会合では、ウクライナ情勢

や第 12 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ12）等に関して議論がさ

れ、ロシアのウクライナ侵攻に対してＧ７で連携して対応

することや、多角的貿易体制の維持・強化に向けてＧ７で

ＷＴＯ 改革を主導していくことを確認した。 

 

⑤Ｇ20 ローマ・サミット（議長国：イタリア） 

2021 年 10 月 30 日及び 31 日、イタリア・ローマにてＧ

20 ローマ・サミットが開催され、世界経済のより良い回復

と持続的かつ包摂的な成長の実現に向け、新型コロナウイ

ルス感染症対策を含む保健、気候変動、開発等の重要課題

について議論が行われた。岸田総理からは、これらの重要

課題に関し、日本の取組やＧ20 として連携を強化すべき

点について発言し、議論に貢献した。世界経済に関するセ

ッションでは、「信頼性のある自由なデータ流通（ＤＦＦ

Ｔ）」の理念の下、国際的なルール作りの議論を主導する

とともに、国内においても、「デジタル田園都市国家構想」

の下、地方からデジタルの実装を進め、都市部とのデジタ

ル格差を是正していく旨述べた。 

 議論の総括として、Ｇ20 ローマ首脳宣言が発出され、

「開かれた、公正で、公平で、持続可能で、無差別かつ包

摂的な法に基づく多角的貿易体制の役割の重要性と、ＷＴ

Ｏを中心とした、体制強化へのコミットメントを確認」し、

「ＷＴＯの全機能を改善しつつ必要な改革を担うため、す

べてのＷＴＯ加盟国と積極的にかつ建設的に取り組んで

いくことに引き続きコミット」すること、「公正な競争の

重要性を強調し、好ましい貿易及び投資環境を育成するた

め、公平な競争条件の確保に引き続き取り組む」こと、「信

頼性のある自由なデータ流通及び国境を越えたデータ流

通の重要性を認識」し、「将来の相互運用性を促進するた

め、引き続き共通理解を促進し、既存の規制手段と、信頼

性のあるデータ流通を可能にする枠組との間の共通性、補

完性及び収斂のための要素の特定に向け、引き続き取り組

んでいく」こと等が明記された。 
 

⑥Ｇ20 貿易・投資大臣会合（議長国：イタリア） 

2021 年 10 月 12 日、Ｇ20 貿易・投資大臣会合がイタリア

で開催され、広瀬経済産業審議官、山﨑在ジュネーブ国際

機関日本政府代表部大使が参加した。本会合では、新型コ

ロナウイルス感染症や気候変動問題への懸念などが国際

的な課題となる中、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ12）も

見据え、貿易政策面からどのような貢献ができるか議論が

なされ、閣僚声明が採択された。 

閣僚声明においては、主として、以下の旨が盛り込まれ

た。 

・ＷＴＯの全ての機能を向上させるための改革が必要｡Ｗ

ＴＯの再活性化に向け、改革を前進させる重要な機会と

するため、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議を成功させ、前進に

必要となる積極的な関与と政治的な機運を与えること

にコミット。 

・新型コロナウイルス感染症に対処するための緊急的な

貿易措置が必要な場合でも、的を絞り、釣り合いのとれ

た、透明かつ一時的なものであって、最も脆弱な人々を

守る必要性を反映し、不必要な貿易障壁やグローバル・

サプライチェーンへの混乱を生じさせず、ＷＴＯルール

に整合的であることの重要性を改めて強調。 

・ＷＴＯにおける電子商取引、投資円滑化、サービス国内

規制に関する共同声明イニシアティブに参画している

Ｇ20 メンバーは、全てのＷＴＯ加盟国の積極的な参加

を奨励し、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議までの有意義な進展

を期待。 

・円滑なビジネス環境とルールに基づく多角的通商シス

テムの維持のため、公平な競争環境の確保に努める。多

くのＧ20 参加国は産業補助金に関する規律を強化する

必要性、および政府支援の透明性の重要性を確認。 

・通商政策と環境政策はお互いに支えあうべきであると

確信。気候変動に対応する措置はＷＴＯ整合的であるべ

きことを再確認。 

・中小零細企業は､貿易や投資協定によって成長する市場

へのアクセス向上で恩恵を得る立場にあり、グローバル

市場が中小零細企業の成長の重要な源であることを認

識。 

 

２．２．アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ） 

ＡＰＥＣ（Asia-Pacific Economic Cooperation）は、

日本とオーストラリアが主導して 1989 年に創設した、ア

ジア太平洋地域の持続的発展に向けた地域協力の枠組み
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である。発足時には 12 であった参加国・地域は徐々に拡

大し、2021年３月現在では21か国・地域が参加しており、

世界全体のＧＤＰの約６割、世界貿易額の約５割、世界人

口の約４割を占めている。アジア太平洋地域における自由

で開かれた貿易・投資の実現に向けて、ビジネス活動の円

滑化や経済・技術協力などの取組を推進している。 

ＡＰＥＣは、参加国・地域の自主性を重んじ、域外に対

しても貿易・投資の自由化・円滑化の成果を分け合うこと

を目的とした「開かれた地域主義（open regionalism）」

を標榜しており、また、ＵＳＭＣＡ（アメリカ・メキシコ・

カナダ協定）諸国、ＡＳＥＡＮ７か国、ロシア、中南米を

も含む広範な地域をカバーしていることから、地域統合間

の連携としての側面も持っている。 

（参考）2022 年３月現在のＡＰＥＣメンバー 

（＊は発足時の 12 メンバー） 

・ＡＳＥＡＮ（フィリピン＊、インドネシア＊、マレーシ

ア＊、タイ＊、シンガポール＊、ブルネイ＊、ベトナム） 

・米州（米国＊、カナダ＊、メキシコ、チリ、ペルー） 

・オセアニア（オーストラリア＊、ニュージーランド＊、

パプアニューギニア） 

・その他（日本＊、韓国＊、中国、中国香港、チャイニー

ズ・タイペイ、ロシア） 

 

（１）貿易担当大臣会合 

梶山経済産業大臣と長坂経済産業副大臣は、2021 年６

月５日、テレビ会議形式で開催されたＡＰＥＣ貿易大臣会

合（ＭＲＴ）に参加した。 

梶山経済産業大臣からは、グローバル・サプライチェー

ンの強靱化やデジタル社会への移行、グリーン成長による

カーボンニュートラル社会の実現の重要性について発信

した。長坂経済産業副大臣からは、ＷＴＯ閣僚会合に向け

た議論の加速化に向けて、気候変動問題やＷＴＯ電子商取

引交渉、公平な競争条件の確保の重要性について発信した。 

会合では、新型コロナウイルス感染症への対応や多角的

貿易体制について議論を行い、その結果、共同声明を採択

した。併せて、昨年７月の「必要不可欠な物品の移動の円

滑化に関する宣言」に引き続き、「新型コロナウイルス感

染症ワクチンサプライチェーンに関する声明」と「必要不

可欠な物品の移動を支援するサービスに関する声明」を附

属書として発出した。 

（２）閣僚会議・首脳会議 

2021 年 11 月８日、ＡＰＥＣ議長国であるニュージーラ

ンドのダミエン・オコナー貿易・輸出振興大臣の議長のも

と、ＡＰＥＣ閣僚会議（セッション１）がテレビ会議にて

開催され経済産業省からは萩生田経済産業大臣が参加し

た。 

会議では、「新型コロナウイルス感染症危機からの経済

回復の加速に向けた通商の役割」をテーマに、新型コロナ

ウイルス感染症危機からの経済回復に向け、ワクチンや医

療物資の流通促進、地域経済統合の推進、多角的貿易体制

の維持・強化やサプライチェーンの強靭化の重要性等につ

いて議論を行った。 

萩生田経済産業大臣の主な発言は以下のとおり。 

・自由で公正な経済秩序の推進に向け､市場歪曲的措置の

是正、ＲＣＥＰの着実な履行やＣＰＴＰＰ等ハイレベル

で包括的な経済連携の維持・強化の重要性 

・ＷＴＯ第 12 回閣僚会議（ＭＣ12）におけるコロナ危機

への対応等の成果や、ＭＣ12 後を含めた貿易課題への

不断の対処の必要性 

・サプライチェーン強靱化に向けて質の高いインフラの

促進や、足元の原油価格等の上昇に対する連携の重要性 

 

また、2021 年 11 月９日には、今年のＡＰＥＣ議長国で

あるニュージーランドのナナイア・マフタ外務大臣の議長

のもと、ＡＰＥＣ閣僚会議（セッション２）がテレビ会議

にて開催された。経済産業省からは細田経済産業副大臣が

参加した（外務省からは、小田原外務副大臣が参加）。 

会議では、「包摂的で持続可能な成長、デジタル化やイ

ノベーションによる経済回復」をテーマに、アジア太平洋

地域の持続可能で包摂的な経済回復に向けて、気候変動に

対する取組の強化、イノベーションやデジタル化の促進の

重要性について議論した。 

また、セッション１、２での議論の結果として、閣僚共

同声明を採択した。 

細田経済産業副大臣の主な発言内容は、以下のとおり。 

・デジタル技術の一層の活用のため､信頼性のある自由な

データ流通（ＤＦＦＴ）の実現に向け、国際的なルール

作りを加速。 

・カーボンニュートラルの実現と､安定的で安価なエネル

ギー供給に向けて、多様な道筋による現実的なエネルギ
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ー移行とエネルギー強靭性が不可欠。 

・直近上昇基調にある原油価格に対して､国際原油市場の

安定化を図る必要性。 

 
今回採択された閣僚共同声明の主な内容は、以下のとお

り。 

① 新型コロナウイルス感染症への対応 

・安全、効果的で質が担保され、手の届く価格のワクチン

等の公正かつ適時なアクセスを確保するための作業を

継続。 

・地域内の安全な渡航に関する調整を行い、2022 年の具

体的な成果に向けて取り組むよう指示。 

② 経済・貿易政策 

・ＡＰＥＣエコノミーが貿易の恩恵を十分に享受できる

よう、自由で開かれた、公正で、無差別で透明性のある、

予見可能な貿易投資環境を推進。公平な競争条件の確保

に向けた作業を継続。 

・市場主導による地域における経済的統合を推進。地域の

貿易協定の批准、履行、アップグレードを支援。質の高

い包摂的な地域での取組の推進に向けて、リマ宣言に基

づきアジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）アジェンダ

の作業を推進。 

・質の高いインフラ開発・投資を通じた連結性の重要性を

再認識。 

・ＷＴＯを中核とする多角的貿易体制の改善に取り組む。

ＭＣ12 での、漁業補助金やサービス手続き等具体的な

成果に向けて協力。また、ＷＴＯのモニタリング・交渉・

紛争解決の機能の改善の取組を支持。 

③ 包括性・持続可能性の向上 

・気候変動に対して早急に具体的な行動の必要性を認識。

ネットゼロやカーボンニュートラルへのコミットメン

トを評価。 

・2012 年の環境物品リストについて、新たな参照リスト

を作る可能性のある提言の作成と、環境物品リストの

HS2022 への更新を指示。また、環境物品やサービス貿易

に関する非関税障壁の議論を推進。環境サービスの参照

リストを歓迎。 

・非効率な化石燃料への補助金の自主的停止に向けた取

組の推進。 

・安定した多角的なエネルギー供給が持続可能な経済開

発の実現への必要不可欠な役割を認識。エネルギーの強

靱性やエネルギー安全保障等を支援する取組を継続。ま

た、安定したエネルギー市場やクリーンなエネルギー移

行の重要性を認識。 

④ イノベーション及びデジタルによる回復 

・デジタルトランスフォーメーションやデジタル格差是

正の重要性を確認。ペーパーレスによる貿易円滑化に関

する取組の促進を歓迎。 

・新型コロナウイルス感染症による経済的影響などの緩

和に向けて、データフローの円滑化及びデジタル取引に

おける消費者とビジネスの信頼強化に関して協力。 

 

２．３．経済協力開発機構（ＯＥＣＤ） 

（１）沿革 

第二次大戦後の欧州各国の深刻な経済的混乱を救済す

べきとの米国マーシャル国務長官の提案を契機として、

1948 年４月、欧州の 16 か国でＯＥＥＣ（欧州経済協力機

構）が発足した。その後 1961 年９月に米国及びカナダが

加わり、世界的視野に立った国際機関としてのＯＥＣＤ

（経済協力開発機構）へ発展的に改組した。我が国は 1964

年に 21 か国目として加盟した。2021 年現在、38 か国が加

盟している。 

※ＯＥＣＤ加盟国：イギリス、ドイツ、フランス、イタリ

ア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フィンラン

ド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイ

ン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランド、チェコ、ハ

ンガリー、ポーランド、スロバキア、エストニア、スロ

ベニア、日本、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリ

ア、ニュージーランド、スイス、ノルウェー、アイスラ

ンド、トルコ、韓国、チリ、イスラエル、ラトビア、リ

トアニア、コロンビア、コスタリカ 

ＯＥＣＤの目的は、加盟国間の自由な意見交換及びピア

レビュー、統計の整備等を通じて、[a]経済成長、[b]貿易

自由化、[c]途上国支援、の３点に貢献すること（ＯＥＣ

Ｄの三大目的）である。理事会の下、政策分野毎の約 30 の

委員会で議論が行われるとともに、閣僚理事会が年１回開

催される。2021 年度においては、例年とは異なり、事務総

長の交代や議長国米国の意向により、春と秋の２回開催さ

れた。 
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（２）閣僚理事会 

（ア）2021 年ＯＥＣＤ閣僚理事会（第１部） 

（A）概要 

2021 年５月 31 日～６月１日、ＯＥＣＤ閣僚理事会（議

長国：米国、副議長国：韓国、ルクセンブルク）がテレビ

会議形式で開催され、西村経済財政政策担当大臣、鷲尾外

務副大臣が出席した。 

(B)主な論点 

「共通の価値：グリーンで包摂的な未来の構築」をテー

マに、コロナ危機からの回復、世界経済の見通しやリスク、

ポストコロナの取組等について議論が行われ、各国からワ

クチンの接種状況、経済回復期における財政健全化の重要

性、グリーンやデジタルなど新たな分野への投資、より包

摂的で強靱な経済の再構築、危機におけるＯＥＣＤの役割

の重要性や貢献への期待、デジタル課税の議論を重視する

発言があった。また、グリア前事務総長の過去 15 年にわ

たる功績について多くの謝意が示されるとともに、2021

年５月に新規加盟を果たしたコスタリカを歓迎する発言

が相次いだ。会合の最後に、閣僚理事会開催の事実や関連

文書の採決等の事実関係及び新旧事務総長への言及を含

む「閣僚声明」が発出された。 

（イ）2021 年ＯＥＣＤ閣僚理事会（第２部） 

(A)概要 

2021 年 10 月５日～６日、ＯＥＣＤ閣僚理事会（議長国：

米国、副議長国：韓国、ルクセンブルク）が対面(一部参

加者はオンライン)で開催され、我が国からは岡村ＯＥＣ

Ｄ代表部特命全権大使、広瀬経経済業審議官、正田地球環

境審議官（オンライン）が出席した。広瀬経済産業審議官

はグリーン関連セッション（議長：米国ケリー気候変動大

統領特使）に参加し、カーボンニュートラルの実現には、

エネルギー・産業部門の構造転換を大きく加速させ、民間

企業の大胆な投資によるイノベーションの創出が不可欠

であるため、今ある技術にのみ限定することなく、将来的

なイノベーションを含む動的アプローチをとることが重

要である旨指摘し、そうしたトランジションを進めるため

の考え方に基づいたトランジションファイナンスの取組

を紹介した。また、貿易関連セッション（議長：米国タイ

通商代表）では、広瀬経済産業審議官より、責任ある企業

行動の推進がグローバル・サプライチェーンから強制労働

や児童労働を根絶する上で鍵となる中、企業が積極的に取

り組めるような環境を整え、企業の予見可能性や透明性を

確保することが政府の役割である旨発言した。さらに、公

平な競争条件（ＬＰＦ）について、ＯＥＣＤは鉄鋼や半導

体など国際的な議論の土台を提供しているが、市場歪曲的

な政府支援の実態を更に明らかにするよう調査が行われ

ることを期待すると発信した。 

(B)主な論点 

「共通の価値：グリーンで包摂的な未来の構築」をテー

マに、気候変動、国際課税、デジタル化、貿易等、経済分

野で国際社会が直面する共通の課題について活発な議論

が行われた。また、2021 年はＯＥＣＤ設立 60 周年にあた

り、ＯＥＣＤの今後 10 年の理念を示した「ＯＥＣＤ設立

60 周年ビジョン・ステートメント」を採択した。同ステー

トメントには、世界がグローバルな協力と行動を必要とす

る課題に直面する中、ＯＥＣＤ加盟国が、個人の自由の保

護、民主主義、法の支配などの共通の価値を持ち、志を同

じくすることを改めて強調し、その上で、世界経済の持続

可能な発展に対するコミットを新たにすること等が盛り

込まれた。会合の最後には、コロナ禍からの回復、気候変

動、強制労働等の今日的課題について各国の立場や見解を

踏まえた閣僚声明が採択され、その中で、信頼性ある自由

なデータ流通（ＤＦＦＴ）を通じたデジタル経済の前進に

コミットする点や、「質の高いインフラ投資に関するＧ20 

原則」等を通じた質の高いインフラ投資への支援、ＷＴＯ

改革や「Ｇ20/ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則」

の見直しの重要性等も盛り込まれた。 

 

３．世界貿易機関（ＷＴＯ） 

３. １. 多角的自由貿易体制の要としての世界貿易機関

(ＷＴＯ） 

1930 年代に蔓延した保護主義が第二次世界大戦の一因

となったとの反省から、多国間の貿易自由化を目指し、

1948 年に、最恵国待遇・内国民待遇を大原則とするＧＡＴ

Ｔ（関税及び貿易に関する一般協定）が発効した。ＧＡＴ
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Ｔ締約国は、数次のラウンド交渉1を含む８度の多角的交

渉を経て、相当程度の関税削減及び関税以外の貿易関連ル

ールの整備を実現し、1995 年には、ＧＡＴＴを発展的に改

組してＷＴＯ（世界貿易機関）を設立した。 

2022 年３月現在、164 か国が加盟するＷＴＯは、①交渉

（ラウンド交渉などによるＷＴＯ協定の改定、関税削減交

渉）、②監視（多国間の監視による保護主義的措置の抑止）、

③紛争解決（ＷＴＯ紛争解決手続による貿易紛争の解決）

の機能を有する。しかし、ＷＴＯが設立されてから四半世

紀が経過し、その間の新興国の台頭や産業構造の変化によ

り、ＷＴＯは現状の貿易を取り巻く問題に十分に対応でき

ていないとの批判があり、一部の国による一方的な貿易制

限措置や対抗措置の誘因の一つになっている。このため、

保護主義を抑止し、自由で開かれた貿易体制を維持するた

めにも、ＷＴＯの機能改善に向けた「ＷＴＯ改革」の機運

が高まっている。 

①ＷＴＯの交渉機能については、2001 年、ＷＴＯ設立後

初のラウンド交渉として「ドーハ開発アジェンダ」が立ち

上げられ、現在に至るまで交渉が継続されている。全ての

加盟国によるラウンド交渉が進まない中、情報技術協定

（ＩＴＡ）拡大や電子商取引交渉といった有志国による個

別ルール・分野毎の複数国間（プルリ）交渉が積極的に行

われてきた。②ＷＴＯの監視機能は、多国間の監視により

保護主義を抑止するものだが、より効果的な監視メカニズ

ムの構築が求められる。③ＷＴＯの紛争解決機能は、二国

間の貿易紛争を政治化させることなく中立的な準司法的

手続によって解決するシステムである。新興国を含め、紛

争解決手続の活用件数が増加している。我が国もルール不

整合である他国の措置による自国の不利益を解消し、先例

の蓄積によってルールを明確化させることを目指し積極

的に活用している。しかし、上級委員会による判例を通じ

たルール形成等を米国が問題視し、上級委員の選任を阻止

し、2019 年 12 月に機能停止に陥った。紛争解決機能の維

持・適正化が急務である。 

本節では、ドーハ・ラウンド交渉の状況、情報技術協定

（ＩＴＡ）拡大交渉、環境物品協定（ＥＧＡ）交渉、新たな

サービス協定（ＴｉＳＡ）交渉といったラウンド外の複数

 
 
1 1960 年に開始された第５回交渉（ディロン・ラウンド）以降、多角的交渉は「○○ラウンド」と呼ばれる。 

国間（プルリ）交渉のほか、新たな課題への取組、保護主義

抑止に向けた取組、ＷＴＯ協定の実施、紛争解決手続きを

概観する。 

（ア）ドーハ・ラウンド交渉（多角的交渉の推進） 

2001 年にカタールのドーハで行われた第４回ＷＴＯ閣

僚会議において立ち上げが宣言されたドーハ開発アジェ

ンダ（以下「ドーハ・ラウンド」）（第１図）は、産品の貿

易自由化のみならず、サービス貿易、アンチ・ダンピング

などの貿易ルール、環境、途上国問題も含んでおり、グロ

ーバリゼーションやＩＴ化が進んだ新たな時代の要請に

対応した幅広い分野を扱っていることが特徴である（第２

図）。日本にとって本ラウンドの推進は、１.他の先進国及

び主要途上国の関税を削減する、２.我が国サービス産業

の海外市場への参入を容易にする、３.通商ルール強化に

より予見可能性を高め、通商紛争を予防する、４.加盟国・

地域の国内構造改革を推進するきっかけとなる、等の意義

がある。 

ラウンド交渉は、経済発展段階や利益・関心の異なる加

盟国・地域間での合意を目指すという、複雑かつ困難なも

のである。先のウルグアイ・ラウンドでは８年間の歳月を

かけ、一進一退を繰り返しつつ、関係者の粘り強い交渉に

より合意が達成された。ドーハ・ラウンドは、2008 年７月

の閣僚会合の決裂以後、先進国と新興途上国の対立により

交渉が停滞し、2011年 12月の第８回ＷＴＯ閣僚会議では、

議長総括における「政治ガイダンスの要素」として、ドー

ハ・ラウンドについて、近い将来の一括受諾の見通しがな

いことを認めつつも、「新たなアプローチ」を見出す必要

性を共有し、進展が可能な分野で、先行合意を含め議論を

進めることが合意された。 

その後の交渉を通じて、貿易円滑化、農業の一部、開発

が進展可能な分野であるとの共通認識が形成され、2013

年 12 月にインドネシア・バリで開催された第９回ＷＴＯ

閣僚会議（ＭＣ９）において精力的な交渉の結果、ＷＴＯ

設立後初のマルチ協定である貿易円滑化協定を含むバリ・

パッケージが合意された。 
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第１図 ドーハ・ラウンド交渉の経緯 

 

資料：経済産業省作成 

 

第２図 ドーハ・ラウンド一括受諾の交渉項目と 

   主要論点2 

農業 
関税・国内補助金の削減、輸出補助

金の撤廃等 

ＮＡＭＡ 
（非農産品市

場アクセス） 

関税削減（スイス・フォーミュラ、分

野別関税撤廃）、非関税障壁の撤廃  

サービス 
外資規制の削減等の自由化、迅速化、

その実施に伴う途上国支援  

ルール 

アンチ・ダンピングの規律強化、補

助金の規律強化、漁業補助金の規律導

入 

貿易円滑化 
貿易手続の簡素化、迅速化、その実

施に伴う途上国支援 

開発 
途上国に対する特別な取扱い（Ｓ＆

Ｄ） 

ＴＲＩＰＳ 
（知的所有権） 

ワイン・スピリッツの地理的表示（Ｇ

Ｉ）多国間通報登録制度 

貿易と環境 
環境関連の物品・サービスに係る貿

易の自由化・円滑化 

資料：経済産業省作成 

 

2015 年 12 月にケニア・ナイロビで開催された第 10 回

ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）においては、農業の輸出競争（輸

出補助金撤廃、輸出信用の規律強化等）、開発分野で合意

を得るとともに、ＩＴＡ拡大交渉の妥結をみた（詳細後述）。

ドーハ・ラウンドの今後の扱い及び新たな課題への取組に

 
 
2 ラウンド立ち上げ当初は、投資、競争、貿易円滑化、政府調達の透明性のいわゆる「シンガポール・イシュー」が検

討の対象として含まれていたが、カンクン閣僚会議で貿易円滑化のみにつき交渉を始めることとされた。 
3 ＩＴＡ対象品目のリストは、附属書Ａ（対象品目がＨＳによって特定されている品目）と、附属書Ｂ（関税分類にか

かわらず対象とされる品目リスト）で構成されている。 

ついては、最終的に見解は一致せず、閣僚宣言にドーハ・

ラウンド交渉継続の可否に関して両論併記され、また時代

に即した新たな課題への取組（詳細後述）の有無について

も、同様に両論併記された。 

第 11 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ11）は 2017 年 12 月にア

ルゼンチンのブエノスアイレスで行われた。成果文書につ

いては、閣僚会議の最終日まで参加閣僚による交渉が行わ

れたが、閣僚宣言はまとまらず、議長声明の発出にとどま

った。また、農業についても、今後の交渉の進め方を含め

合意を得ることはできず、先進国、途上国等立場が異なる

多くの国の全会一致による合意の難しさが閣僚会議の場

においても示された形となった。そうした中でも、各加盟

国からはＷＴＯに関与し続ける姿勢は示され、全加盟国で

の目立った成果は出せなかったものの、漁業補助金につい

て、第 12 回閣僚会議（ＭＣ12）に向けて議論を継続する

こととなった。また、電子商取引、中小企業（ＭＳＭＥｓ）、

投資円滑化といった新しい課題について、今後のＷＴＯに

おける議論を後押しする有志国の共同声明が発出された。 

なお、ＭＣ11 のマージンで、第１回日米欧三極貿易大臣

会合が開催され、日本、米国、ＥＵの三極が連携し、第三

国による市場歪曲的な措置に対処していくことに合意し

た。直近では、2020 年１月にワシントンＤＣで第７回会合

が開催され、産業補助金ルール強化、強制技術移転、市場

志向条件、ＷＴＯ改革（通報制度改革・電子商取引等）に

ついて議論が行われた。 

（イ）ＩＴＡ（情報技術協定）拡大交渉 

(A)拡大交渉の背景 

ＩＴＡ（情報技術協定）は、ＩＴ製品 144 品目（ＨＳ６

桁ベース：附属書Ａ3掲載品目のみ）について、ＩＴＡ参加

メンバーの当該品目の譲許税率を撤廃する取決めであり、

1996年 12月のシンガポールＷＴＯ閣僚会議の際に日米Ｅ

Ｕ加など 29 メンバーで合意し、1997 年に発効した。その

後の参加国拡大の結果、2022 年３月現在、ＩＴＡ対象製品

の世界貿易総額の 97％以上を占める 83 メンバー（中国、

インド、タイ含む。）が協定に参加している（メキシコ、

ブラジル、南アフリカ等は未参加。）。ＩＴＡは世界貿易総
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額の約 15％（5.3 兆ドル（2013 年の貿易データを基に試

算））の関税撤廃に貢献している。主な対象品目は、半導

体、コンピュータ、通信機器、半導体製造装置等である。 

他方、ＩＴ製品の技術進歩は早く、その後、ＩＴＡの品

目リストの拡大と対象範囲の明確化に対する各メンバー

の産業界から期待が高まっていった。 

ＩＴＡ拡大交渉は、具体的には、技術進歩により高機能

化、デジタル化している医療機器やデジタルビデオカメラ、

高機能化・多機能化した新型集積回路等を新たにＩＴＡの

対象とする品目リストの拡大や、ＩＴＡの対象品目の明確

化を目的としていた。 

(B)拡大交渉立ち上げまでの経緯 

2011 年３月に、日本、米国、韓国、台湾等、17 メンバ

ー39 業界団体（その後、同年５月に 18 メンバー41 団体）

がＩＴＡ拡大を要請する共同声明を発表した。これを受け、

ＩＴＡの主要参加国がほぼ全て参加するＡＰＥＣで、日米

が連携してＷＴＯでのＩＴＡ拡大交渉に向けた機運の醸

成を開始した。具体的には、2011 年 11 月のＡＰＥＣホノ

ルル首脳会議で、「ＡＰＥＣエコノミーが品目及びメンバ

ーシップ拡大に向けた交渉開始にリーダーシップを発揮

していく」旨に合意した。このＡＰＥＣ首脳宣言を受けて、

日米連携の下、2012 年前半の交渉開始を目指して協定参

加メンバー間の意見調整を行ったが、ＥＵは関税交渉と非

関税障壁交渉をリンクさせてＩＴＡ拡大交渉を行うべき

と強く主張した。ドーハ・ラウンドが停滞する中、産業界

の期待に応え、ＷＴＯが迅速に結果を出すためには、関税

交渉に集中すべきと主張する日米等各メンバーとの間で

協議が続いたが、最終的には関税交渉と非関税障壁交渉を

切り離すことでＥＵも合意し、交渉立ち上げの道筋ができ

た。 

2012 年５月には、日本、米国等が共同で拡大交渉の開始

を呼びかけるコンセプトペーパーをＷＴＯに提出し、５月

14 日のＩＴＡ15 周年記念シンポジウムの翌日に開催され

たＩＴＡ委員会公式会合で、ＩＴＡ拡大及びそのための作

業を開始していくことに各国の強い支持があり、実質的な

交渉が開始された。 

(C)拡大交渉妥結までの経緯 

交渉立ち上げ以降、月に１回の頻度で交渉会合がジュネ

ーブで開催され「品目候補リスト」の作成が進み、2012 年

秋からは、フィリピン、シンガポール、中国が参加し、品

目候補の絞り込みが始まったが、中国が多くの対象品目の

除外を主張したため、交渉はしばしば中断された。 

2014年 11月のＡＰＥＣ北京首脳会議の際に行われた米

中首脳会談における米中間の対象品目合意の後、2015 年

７月、交渉参加メンバーは拡大対象品目 201 品目（新型半

導体、半導体製造装置、デジタル複合機・印刷機、デジタ

ルＡＶ機器、医療機器等）に合意し、同月、関税撤廃期間

や実施スケジュール等の合意に関する宣言文とともに、Ｗ

ＴＯ一般理事会で報告・公表された。 

2015 年９月からは、我が国がＩＴＡ拡大交渉の議長を

務め、個別の対象品目の関税撤廃期間等に関する交渉を実

施。2015 年 12 月、ケニア・ナイロビで開催された第 10 回

ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）において、林経済産業大臣（当

時）が議長を務め、対象品目の世界貿易額の 90％以上をカ

バーする、53 メンバー（ＥＵ加盟国 28 か国（当時）を含

む）で交渉妥結に至った。 

201 対象品目の全世界貿易額は年間 1.3 兆ドルを上回

り、世界の貿易総額の約 10％に相当し、日本からの 201 対

象品目の対世界輸出額は約９兆円（日本の総輸出額約 73

兆円の約 12％）、輸出先での関税削減額は約 1700 億円と

された（交渉当時 2014 年の貿易データを基に試算）。 

2022 年３月末現在、56 メンバーが協定に参加している。 

(D)最近の動き 

2021 年９月に開催されたＩＴＡ25 周年シンポジウムで

は各産業界からＩＴ技術の発展や世界経済への貢献とと

もに更なる対象品目拡大交渉の開始などを望む声が寄せ

られたが、今後の交渉は未定である。 

（ウ）ＥＧＡ（環境物品協定）交渉 

(A)議論の背景 

2001 年のドーハ閣僚宣言において、「環境関連物品及び

サービスに係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削減」に関

する交渉の立ち上げと、貿易と環境に関する委員会特別会

合(ＣＴＥＳＳ)の設置が盛り込まれ、これを受けて、ＣＴ

ＥＳＳにおいて関税削減・撤廃の対象となる環境物品リス

トに関する議論が行われてきた。 

その後、ドーハ・ラウンド交渉が停滞する中で、ＡＰＥ

Ｃに場を移して環境物品の関税削減・撤廃が議論された。

2011 年 11 月のＡＰＥＣホノルル首脳会議で、2015 年末ま

でに対象物品の実効関税率を５％以下に削減する旨合意

され、2012 年９月のＡＰＥＣウラジオストク首脳会議で、
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その対象品目として 54 品目に合意した。 

(B)交渉立ち上げまでの経緯 

ＡＰＥＣで環境物品 54 品目の関税削減が合意されたこ

とを受け、2012 年 11 月、環境物品の自由化推進国で形成

する「環境フレンズ」メンバー（日本、米国、ＥＵ、韓国、

台湾、シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、

スイス、ノルウェー）は、ＷＴＯでの今後の環境物品自由

化の交渉の進め方についての議論を開始した。 

2013 年６月には、米国が「気候変動に関する大統領行動

計画」を発表。その中で、ＡＰＥＣ環境物品リストを基に、

ＷＴＯにおいて、太陽光、風力、水力、地熱などクリーン・

エネルギー技術を含んだ環境物品の貿易自由化に向けた

交渉を立ち上げること、今後１年間で当該品目の世界貿易

シェアの 90％を占める国の参加を目指すこと等に言及し

た。 

その後、2013年 10月のＡＰＥＣバリ首脳会議において、

ＡＰＥＣ環境物品リストを基にＷＴＯで前進する機会を

探求する旨合意したことを受け、ジュネーブにおける議論

が加速した。そして、2014 年１月に、ダボスのＷＴＯ非公

式閣僚会合の開催にあわせて、米国が主導して、有志の 14

メンバー（日本、米国、ＥＵ、中国、韓国、台湾、香港、

シンガポール、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、

ノルウェー、コスタリカ）が、ＷＴＯにおける環境物品交

渉の立ち上げに向けた声明を発表した。 

2014 年７月に、有志の 14 メンバーで環境物品交渉を立

ち上げ、ＡＰＥＣで合意した 54 品目より幅広い品目で関

税撤廃を目指すことを確認した。 

(C)交渉の現状 

2014 年７月以降、２か月に１～２回 のペースで交渉

会合がジュネーブで開催され、2015 年４月以降、積み上げ

が行なわれた品目について、環境クレディビリティの観点

から議論が行なわれ、対象品目の絞り込み作業が進められ

た。 

2015 年１月からはイスラエルが、３月からはトルコ及

びアイスランドが交渉に加わり、同年 11 月の交渉会合で

は、同年 12 月のケニア・ナイロビで開催された第 10 回Ｗ

ＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）での品目合意を目指し議論が行わ

れたものの、合意には至らなかった。 

2016 年５月のＧ７伊勢志摩サミット、６月のＯＥＣＤ

閣僚理事会のマージンでの閣僚級会合を経て、同年９月の

Ｇ20 首脳会合までの妥結を目指す方向で合意した。 

2016 年７月、Ｇ20 上海貿易大臣会合のマージンで、交

渉参加 10 メンバーの閣僚級会合が開催された。Ｇ20 貿易

大臣会合声明において「９月の杭州サミットまでに着地点

に達した上で、本年末までに行なわれるＥＧＡ閣僚級会合

で妥結することを目指す」ことに、中国を含む形で合意し

た。 

2016 年９月、Ｇ20 杭州サミット首脳宣言において、「交

渉の着地点に到達したことを歓迎し、参加国の核心的な懸

念に対処する効果的な方法を見出した上で、残された懸隔

を埋め、幅広い環境物品に対する関税撤廃を追求する野心

的な未来志向のＥＧＡを 2016 年末までに妥結するための

努力を倍加する」との目標が再確認されたことを踏まえ、

2016 年 12 月に妥結を目指し閣僚会合を開催した。しかし

同会合では対象品目に関する立場の懸隔が埋まらず、妥結

には至らなかった。なお、当時は 46 メンバーが交渉に参

加していた。 

2017 年８月に早期交渉再開のモメンタム醸成のため、

経済産業省が北京でＥＧＡ北京シンポジウムを主催した。 

(D)最近の動き 

ＥＧＡ交渉の再開目途は立っていないが、我が国は

2021 年３月に世界全体のカーボン・ニュートラル実現に

貢献する製品・技術の普及を円滑化させるため、ＷＴＯ有

志国で構成されたオタワグループの閣僚会合において、環

境物品の関税撤廃（風力、燃料アンモニア、水素、自動車、

蓄電池、カーボンリサイクル、住宅・建築物、太陽光、資

源循環の９分野を例示）等を含む「貿易と気候変動」に関

する提案を行った。同年 12 月には環境物品の貿易を促進

するためのアプローチ等が盛り込まれた「貿易と環境持続

可能性に関する閣僚声明」（後述）が発出され、この声明

の内容を具体化するプロセスにおいて環境物品交渉に向

けた議論が継続されている。 

（エ）ＴｉＳＡ（新たなサービス貿易協定）交渉 

1995 年のＧＡＴＳ発効から長期間が経過し、この間に

インターネットの普及を始めとする技術革新の影響を受

け、サービスの提供・消費の態様が大きく変化してきてい

ることを背景に、ＷＴＯにおいても状況変化に対応した約

束表の改訂や新たなルールの策定が求められてきた。しか

しながら、ドーハ・ラウンドが膠着し、急速な進展が見込

めない状況となり、各国はＦＴＡ/ＥＰＡの締結等を通じ
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てサービス貿易の自由化を推進してきた。 

こうした中、2011 年 12 月に開催された第８回ＷＴＯ閣

僚会議では、１.途上国が強く支持するドーハ開発アジェ

ンダは打ち切らない一方、２.一括妥結は当面実現不可能

であることを認め、部分合意、先行合意等の可能な成果を

積み上げる「新たなアプローチ」を試みることで一致した。 

2012 年初頭から、「新たなアプローチ」の一環として、

有志国・地域によるサービス貿易自由化を目的とした新た

な協定の策定に関する議論が開始され、2012 年７月５日

には、交渉のモメンタムの維持・拡大、有志国・地域以外

の国々に対する透明性の確保と議論への参加の奨励を目

的として、それまでの約半年間の議論で方向性の一致した

ものを取りまとめたメディア・リリース「サービス貿易交

渉の進展」が公表された。日本を含む有志国・地域は、自

由化の約束方法、新たなルールなど、21 世紀にふさわしい

新たなサービス貿易協定に向けた議論を重ね、2013 年６

月には、本格的な交渉段階に移ったことを確認する共同発

表を行い4、２か月に１回程度の頻度で交渉を行ってきた。

2016 年１月のＴｉＳＡ非公式閣僚会合で、2016 年中の交

渉妥結を目標として交渉を加速化することで一致し交渉

が行われたが、議論の収束には至らなかった。2016 年 12

月末時点のメンバーは、23 か国・地域（日本、米国、ＥＵ、

豪州、カナダ、韓国、香港、台湾、パキスタン、イスラエ

ル、トルコ、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルー、コス

タリカ、パナマ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、

アイスランド、リヒテンシュタイン及びモーリシャス）。

その後交渉は中断している。 

（オ）貿易円滑化協定 

 貿易円滑化協定は、貿易取引の時間とコストを削減し、

貿易・投資の拡大を通じた経済の成長・発展を目指す協定

である。ドーハ・ラウンド交渉の成果であり、1995 年のＷ

ＴＯ設立以来はじめて全加盟国が参加して作成された新

協定である。 

貿易円滑化協定は 2004 年 11 月にドーハ・ラウンド交渉

の一分野として交渉が開始され、2013 年 12 月第９回ＷＴ

Ｏ閣僚会議でバリ合意の一部として採択された。2014 年

11 月には全加盟国が参加するＷＴＯ一般理事会で貿易円

 
 
4外務省ＨＰ（https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000387.html）参照。 

滑化協定をＷＴＯ協定に追加するための改定議定書が採

択された。その後 2017 年２月、ＷＴＯ全加盟国（164 加

盟国）の３分の２（110 加盟国）の受諾により発効に至っ

た。 

貿易円滑化協定は、貿易規則の透明性の向上に関する措

置、税関手続きの迅速化・簡素化に関する措置、途上国に

対する優遇措置及び能力構築などを内容とする。ＷＴＯに

よれば、協定の完全な実施により、加盟国の貿易コストは

平均 14.3％減少すると試算されている。さらに、貿易円滑

化協定は貿易・投資の拡大に加え多角的貿易体制の強化に

も資するものであり、協定に含まれる条項がすべての加盟

国で完全に実施されるよう、我が国としても積極的な働き

かけを行っている。 

（カ）新たな課題への取組 

2015 年 12 月、第 10 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ10）の閣

僚宣言においてドーハ・ラウンド交渉についての「新たな

アプローチ」が必要であるとの考えと、交渉を継続すべき

との考えが両論併記され、時代に即した新たな課題への取

組を求める国があることも明記された。2017 年 12 月、第

11 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ11）では、電子商取引、投資円

滑化、中小企業（ＭＳＭＥｓ）、サービス国内規制といっ

た今日的課題について、今後のＷＴＯにおける議論を後押

しする有志国の共同声明が発出された。特に電子商取引に

ついては、同閣僚会議の機会に、我が国の主導により、豪

州、シンガポールと共にＷＴＯにおける電子商取引の議論

を積極的に進めるべきとの意思を共有する国を集めた有

志国閣僚会合を開催し、71 のＷＴＯ加盟国が参加する共

同声明の発出に至った。2019 年１月には、ダボスで非公式

閣僚会合を開催し、中国やＵＡＥ等も新規に参加した中、

76 の加盟国で共同声明を発出し、高いレベルのルール作

りを目指し交渉を開始する意思を確認した。同年６月のＧ

20 大阪サミットの機会には、我が国が「デジタル経済に関

する首脳特別イベント」を主催し、米国、ＥＵ中国など 27

か国・地域の首脳及びＷＴＯを始めとする国際機関の長が

出席した。デジタル経済、特にデータ流通や電子商取引に

関する国際的なルール作りを進めていく「大阪トラック」

を立ち上げる旨の「デジタル経済に関する大阪宣言」が発



137 

出され、ＷＴＯ電子商取引有志国イニシアティブに参加す

る 78 か国・地域とともに、ＷＴＯ電子商取引交渉につい

て、第 12 回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ12）までに実質的な進

捗を得ることを目指すことに合意した。2020年 12月には、

これまでの成果を統合交渉テキストとして取りまとめ、共

同議長報告を公表した。特に、データ関連規律について、

高い水準かつ商業的に意義のある成果のための鍵として

2021 年前期から議論を強化することが明記された。2021

年 12 月に共同議長国閣僚声明が発出され、オンライン消

費者保護やオープンガバメントデータ等の８つの条文で

意見の収斂を達成したことなど、これまでの交渉の進捗を

確認するとともに、2022 年末までに残る論点の多くにつ

いても収斂を目指すことが示された。日本としては、越境

データ流通、データ・ローカライゼーション禁止、ソース・

コード及びアルゴリズム並びに暗号保護等のデータ関連

規律は「高い水準かつ商業的に意義のある成果のための鍵

である」という立場であり、ＤＦＦＴの考え方の下でこれ

ら規律のグローバル化を目指していく方針である。なお、

2022 年３月現在、86 か国・地域がＷＴＯ電子商取引交渉

に参加している。 

 サービス国内規制については、1999 年から国内規制作

業部会においてルール交渉が進められてきたものである

が、コンセンサスを得られず、ＭＣ11 以降有志国のイニシ

アティブとして議論が重ねられてきた。2019 年５月のＯ

ＥＣＤ閣僚理事会の際には、有志国によりサービスの国内

規制に関する閣僚会合が開催され、2020 年６月の第 12 回

閣僚会議（ＭＣ12）に向けて作業を継続する旨の共同声明

が発出された。その後、新型コロナウイルス感染症の影響

でＭＣ12 自体は延期されたが、2021 年 11 月にサービス国

内規制に関する参照文書に関する交渉は妥結し、同年 12

月、大使級によって交渉妥結を確認する「ＷＴＯサービス

国内規制に関する交渉の妥結に関する宣言」が発出された。

現在は、賛同する国・地域が「サービスの貿易に関する一

般協定（ＧＡＴＳ）」の約束表に、追加的な約束として参

照文書を盛り込む手続を進めている。 

 2020 年 11 月、環境への関心の高まりを背景に、ＭＣ12

に向け、日本を含む 53 カ国・地域が貿易と環境問題に関

する様々な論点を議論していく「貿易と環境持続可能性に

関する構造的ディスカッション」（ＴＥＳＳＤ）を立ち上

げる提案を行い、2021 年、ＷＴＯにおける議論を開始し

た。同年３月には、日本より、温室効果ガス削減に資する

製品・技術の普及を円滑化するため、関税撤廃や規制面に

関するルール作り、途上国の能力構築を柱とした提案をオ

タワグループ閣僚級会合において行った。ＭＣ12 での発

出が予定されていたがＭＣ12 の延期を受けて、2021 年 12

月、貿易と環境持続可能性に関する閣僚声明を 71 カ国・

地域（日本・米国、ＥＵ、中国等）で発出し、環境物品・

サービスの貿易を促進するためのアプローチの検討、ＷＴ

Ｏルールに合致した気候変動対策について専門的な議論

の開始など、ＴＥＳＳＤで継続して議論することに合意し

た。 

（キ）新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を踏まえ、我

が国やカナダ、ＥＵなどが参加するオタワグループの

2020 年６月の閣僚級会合では、現在及び将来の危機に備

え、医療関連製品の貿易円滑化に向けた検討を進めること

に合意した。同年 11 月のオタワグループ閣僚級会合で、

必要不可欠な医療関連物資を確保するために各国が取る

べき行動として、輸出規制の規律強化、コロナ関連の必需

品の一時的な関税削減・撤廃への努力（関税撤廃・削減の

範囲や実施方法は各国が自由に決定）、貿易円滑化に関す

る基準分野でのベストプラクティスの共有、コロナショッ

クに対処するための貿易関連措置の透明性向上等を盛り

込んだ「貿易と保健イニシアティブ」を取りまとめ、翌 12

月の一般理事会に提出した。その後も、ＭＣ12 における閣

僚宣言としての採択を目指し、内容の改訂や参加国の拡大

に取り組んだ。 

 なお、新型コロナウイルス感染症に関連するＷＴＯにお

ける他の取組としては、2020 年 10 月、インド及び南アフ

リカからＴＲＩＰＳ理事会に対し、新型コロナウイルス感

染症の予防、封じ込め及び治療のために、同感染症対策関

連の医療品（治療薬、ワクチン、診断キット、マスク、人

工呼吸器等）へのタイムリーなアクセスを可能とすること

を目的として、ＴＲＩＰＳ協定上の一部の義務（著作権、

意匠、特許、非開示情報の保護と、それらの権利行使に関

する義務）を当面免除することを一般理事会において決定

すべき旨の提案がなされた。当初、我が国、米国、ＥＵ等

の先進国は上記提案に反対していたが、2021 年５月５日、

米国より、ワクチンに係る知的財産保護の免除について支

持することが表明された。これを受け、2021 年５月 21 日
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に、インド・南アフリカ等の提案国から上記提案の修正提

案が提出されるなど、議論が活性化することとなった。こ

れに対し、上記提案に対抗するため、2021 年６月４日、Ｅ

Ｕより新型コロナウイルス感染症に対する緊急の貿易政

策対応の一部として、ＴＲＩＰＳ協定上既に整備されてい

る特許権に係る強制実施権（31 条、31 条の２）に関する

要件の明確化がＷＴＯ一般理事会及びＴＲＩＰＳ理事会

に提案された。その後、累次の公式及び非公式のＴＲＩＰ

Ｓ理事会が開催されたが、議論は膠着している。（2022 年

３月時点）。 

（ク）紛争解決手続に付託して解決を図っている事案 

我が国は、ＷＴＯ協定に違反する外国政府の政策・措置

について、二国間交渉やＷＴＯ紛争解決手続等、あらゆる

機会を通じてその是正を図っている。我が国が当事国とし

てＷＴＯ紛争解決手続に付託し、解決を図っている最近の

事例は以下のとおりである。 

(A)中国の日本製ステンレス製品ＡＤ措置 

2018 年７月、中国政府は、中国国内企業からの申請を受

けて、日本、ＥＵ、インドネシア及び韓国からのステンレ

ススラブ、ステンレス熱延鋼板（カットシート及び厚板）

及びステンレス熱延コイルの輸入に対するＡＤ調査を開

始し、2019 年７月、当該製品の輸入について、ダンピング

の事実、国内産業の認定及びこれらの因果関係があるとし

て、ＡＤ税賦課の最終決定を行った。 

中国政府は、調査対象に包含する多種多様な製品の平均

価格の低下傾向を指摘するのみで、それらの競合関係及び

国内価格への影響を実質的に分析していない。また、調査

対象国・地域からの輸入による効果を累積（一括）評価し

ているが、かかる累積評価は調査対象国間の競争状況から

見て適切でない。よって、本件ＡＤ措置は、ＡＤ協定に違

反する。 

我が国は中国政府に対し、二国間の対話による解決を図

ってきたが、解決に至らなかったため、2021 年６月、本件

ＡＤ措置について、ＷＴＯ協定に基づく二国間協議要請を

行い、ＷＴＯ紛争解決手続が開始された。同年７月、二国

間協議を実施したが、解決に至らず、同年８月、ＷＴＯに

対して本件につきパネル設置を要請し、同年９月にパネル

が設置された。 

引き続き中国政府に対し、ＷＴＯ協定に整合的でないＡ

Ｄ措置の撤廃・是正を求めていく。 

(B)インドの日本製熱延鋼板に対するセーフガード措置 

インド政府は 2015 年９月、熱延鋼板に対するセーフガ

ード調査を開始し、その２日後暫定措置を発動する旨の決

定を行い暫定措置による課税を開始した。2016 年３月、イ

ンド政府は熱延鋼板の輸入増加及び国内産業への損害の

おそれ等を認定する最終答申を行い、これを受けて暫定措

置の開始から起算して２年６か月間のセーフガード措置

を発動する旨の官報告示を行った。 

ＷＴＯ協定上のセーフガードの発動要件として、輸入の

増加が「ＧＡＴＴに基づいて負う義務の効果」として生じ

ていることが必要であるが、インドの最終報告書において、

その義務の効果により輸入が増加したとの適切な認定が

されていない。 

また、日本はインドとの間に日本・インド包括的経済連

携協定（日印ＣＥＰＡ）を締結しており、当該品目の関税

を引下げている。しかし、日印ＣＥＰＡに基づく関税譲許

の義務は、上記ＧＡＴＴ19 条１項(a)の規定する「ＧＡＴ

Ｔに基づいて負う義務」ではないため、ＷＴＯ協定上のセ

ーフガードを発動するための調査において、日印ＣＥＰＡ

による関税譲許の効果として生じている輸入増加を考慮

してはならないと考えられる。 

さらに、インドの調査報告書において、中国の過剰生産

やインド国内での需要増加等の事実をＧＡＴＴ19 条１項

(a)に規定する「事情の予見されなかった発展」として認

定しているが、これらの事実は単なる需給関係の変化であ

って予見の範囲内であると考えられる。また、先例上、国

産品と輸入品の競争条件について国産品にのみ不利な変

更を生じさせるようなものでなければならないと解釈さ

れているところ、インドの述べる事実は輸入品と国産品の

双方に同じく影響し、国産品の競争条件に不利な変更を生

じさせるものではないため、「事情の予見されなかった発

展」には該当しないと考えられる。 

加えて、セーフガードを適切に発動するためには、ＧＡ

ＴＴ19 条１項(a)やＳＧ協定上の実体要件・手続要件を満

たす必要があるが、これら要件の多くも適切に満たしてい

ないと考えられる。 

以上のように、インド当局は上記発動要件を適切に認定

しておらず、本措置はＧＡＴＴ19 条１項(a)やＳＧ協定に

不整合であると考えられる。 

我が国は、2015 年９月の調査開始以降、インドの本件措
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置に関し、意見書の提出及び公聴会への参加等を通じＷＴ

Ｏ協定への抵触の可能性を指摘してきた。しかしながら、

本措置の撤廃の動きが見られなかったことから、2016 年

12 月、我が国はインドに対してＷＴＯ協定に基づく二国

間協議要請を行った。二国間協議は 2017 年２月に実施さ

れたが、熱延鋼板のセーフガードについては協議による解

決に至らなかったため、同年３月にパネル設置を要請し、

同年４月にパネルが設置された。2018 年 11 月、パネルは

我が国の主張をほぼ受入れ、本措置は協定に非整合的であ

ると判断した。インドはパネルの判断を不服として 2018

年 12 月 14 日に上訴し、2022 年３月現在は上級委員会に

係属中である。 

(C)韓国の日本製ステンレス棒鋼に対するＡＤ措置 

2016 年６月、韓国政府は、日本からのステンレススチー

ル棒鋼に対する第３次サンセットレビューを開始し、2017

年６月、３年間課税措置を延長する旨の決定をした。 

ＡＤ協定第 11.３条は、ＡＤ課税はその賦課の日又は最

新の見直しの日から５年以内に撤廃することを原則とし、

例外的にＡＤ措置の継続が許容されるためには、ＡＤ税の

撤廃がダンピング及び損害の存続又は再発をもたらす可

能性が必要であることを規定する。本件では、日本産輸入

品は特殊用途向け製品が多く、他方で、韓国の国内産品や

同じく調査対象国であるインドからの輸入品は汎用向け

製品が多く、日本産輸入品は韓国産品に対して重大な損害

を与えるような競争関係になく、また、韓国市場には中国

等からの低価格輸入が大量に存在しているところ、日本産

輸入品に対するＡＤ課税の撤廃により、韓国国内産業への

損害が再発する可能性があるとする認定には瑕疵があり、

ＡＤ協定第 11.３条に違反する。 

我が国は、2018 年６月、ＷＴＯ協定に基づく二国間協議

要請を行い、同年８月、二国間協議を実施したが、韓国側

から措置撤廃に向けた見通しが示されないことから、同年

９月、ＷＴＯ協定に基づくパネル設置要請を行い、同年 10

月にパネルが設置された。 

2020 年 11 月に発出されたパネル報告書は、日本産輸入

品が韓国産品より相当程度高価であることや中国等から

の低価格輸入が大量に存在していることが適切に考慮さ

れていないため、日本産輸入品に対するＡＤ課税の撤廃に

より、韓国国内産業への損害が再発する可能性があるとす

る認定に瑕疵があり、ＡＤ協定第 11.３条に違反すると判

示した。また、日本生産者に輸出余力があるとする認定の

前提として、日本生産者の生産能力を認定する際に、必要

なパラメーターを示すことなく日本生産者自身が提出し

たデータを用いなかった点についても、上記認定は合理的

理由を欠き瑕疵があり、ＡＤ協定第 11.３条に違反すると

している。その他、秘密情報の扱い（ＡＤ協定第６.５条）

や二次情報の扱い（同第６.８条）についても協定違反を

認定し、結論として韓国に対し本件措置の是正を勧告した。 

2021 年１月、韓国がＷＴＯ上級委員会に上訴し、2022

年３月現在は上級委員会に係属中である。 

(D)インドのＩＣＴ製品に対する関税引上げ措置 

インド政府は、インド国内における生産を促すため、自

国のＷＴＯ協定譲許表において無税（０％）を約束してい

る 一 部 の Ｉ Ｃ Ｔ （ Information and Communication 

Technology：情報通信技術）製品について、予算法案（及

びその後の予算法）や国内通達において、関税の引上げ措

置を導入。2014 年以降、フィーチャーフォン、スマートフ

ォン、携帯電話用基地局、デジタルマイクロ波通信装置、

プリント回路基板アセンブリ、スマートフォン用ＬＣＤモ

ジュールなど様々なＩＣＴ製品について、複数回の関税の

引上げを実施している。 

これらの関税引上げ措置については、譲許税率を超えな

い関税率の適用を義務付けるＧＡＴＴ第２条に違反する

可能性が高い。 

そのため、2019 年５月、インド政府に対してＷＴＯ協定

に基づく二国間協議を要請した。しかし、協議による解決

には至らなかったため、2020 年３月、パネル設置要請を行

い、同年７月にパネルが設置された。現在はパネル手続き

が進行中である。 

本件についてはＥＵ及び台湾もパネル設置を行ってお

り、引き続き当該国・地域等と連携を図り、インド政府に

対し、本件の早期撤回を求めていく。 

なお、協議要請後の 2020 年２月、パネル設置後の 2021

年２月、2022 年１月に係争中の物品の一部について更な

る関税引上げが行われた。  

 

３．２．経済連携 

（１）経済連携協定(ＥＰＡ／ＦＴＡ) 

ＥＰＡ(経済連携協定)／ＦＴＡ(自由貿易協定）とは、

物品関税の削減・撤廃、サービス貿易の自由化、投資環境
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の整備、ビジネス環境の向上に関する協議の場の設置等を

規定し、幅広い経済関係の強化を目的とする２国間又は多

国間の国際協定をいう。 

経済連携の推進は、国内に立地する輸出企業にとっては、

関税削減等を通じた輸出競争力の維持又は強化の面で意

義があり、他方で、外国に投資財産を有する企業やサービ

スを提供する企業にとっては、海外で事業を展開しやすい

環境が整備されるという点で意義がある。 

1990 年代以降､国際経済環境や各国の開発戦略の変化

により地域統合の動きが加速し､ＥＰＡ／ＦＴＡの締結数

が年々増加してきている｡その背景としては､①欧米諸国

が経済的関係の深い近隣諸国との間で貿易･投資の自由

化･円滑化等による経済連携を図る動きを活発化させたこ

と(例:米国がＮＡＦＴＡ(1994 年発効)､ＥＣ(1993 年にＥ

Ｕへ発展)が単一市場の構築への取組を加速させる等)､②

韓国や台湾、ＡＳＥＡＮなどのアジア諸国がいち早く経済

開放を推し進めることにより高成長を果たす中、チリ・メ

キシコ・ペルー等の新興国が貿易・投資の自由化や市場メ

カニズムの導入へと経済政策を転換させ､その中でＥＰＡ

／ＦＴＡを活用する戦略を採ったこと､さらに、③2000 年

代後半以降､ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉が停滞する中､世

界の主要国が貿易･投資の拡大のために積極的にＥＰＡ／

ＦＴＡを結ぶようになったこと等が挙げられる。ＧＡＴＴ

第 24 条等に基づく地域貿易協定(ＲＴＡ)の通報件数を見

ると､1948 年から 1994 年の間にＧＡＴＴに通報されたＲ

ＴＡ（ＦＴＡや関税同盟等）は 124 件であったが、1995 年

のＷＴＯ創設以降、2022 年１月１日時点でＧＡＴＴ／Ｗ

ＴＯに通報された発効済みＲＴＡは 557 件に上る。以下､

2021 年度までの取組について説明する。 

 

第３図：日本の経済連携の推進状況 

 

（ア）アジア太平洋地域の経済統合と世界のＦＴＡ動向 

自由貿易の拡大、経済連携協定の推進は、我が国の通商

政策の柱であり、世界に「経済連携の網」を張り巡らせる

ことで、アジア太平洋地域の成長や大市場を取り込んでい

くことが、我が国の成長にとって不可欠といえる。 

2021 年６月 18 日に閣議決定された「経済財政運営と改

革の基本方針 2021 日本の未来を拓く４つの原動力～グ

リーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策～」（骨

太方針 2021）において、「多国間主義を重視し、ＴＰＰ11

やＲＣＥＰ協定等で推進してきた自由で公正な経済圏の

拡大、ルールに基づく多角的貿易体制の維持・強化に取組、

世界経済の発展を我が国の経済成長に取り込むとともに、

望ましい経済秩序の形成に主導的役割を果たす。」と記載

があるとおり、我が国はインド太平洋地域での協力等を通

じ、経済連携を更に推進し、自由で公正な貿易・投資ルー

ルの実現を牽引する。 

（イ）我が国の経済連携取組状況 

(A)地域的な包括的経済連携協定 （ＲＣＥＰ（アールセッ

プ）：Regional Comprehensive Economic Partnership） 

（2022 年１月１日発効） 

 ＲＣＥＰは、世界のＧＤＰ、貿易総額及び人口の約３割、

我が国の貿易総額の約５割を占める広域経済圏を創設す

るものであり、地域の貿易・投資の促進及びサプライチェ

ーンの効率化・強靭化に向けて、市場アクセスを改善し、

発展段階や制度の異なる多様な国々間で知的財産、電子商

取引等の幅広い分野のルールを整備するものである。 

 東アジア地域では、既に高度なサプライチェーンが構築

されているが、この地域内における更なる貿易・投資の自

由化は、地域経済統合の拡大・深化に重要な役割を果たす。 

 この地域全体を覆う広域ＥＰＡの実現により、企業は最

適な生産配分・立地戦略を実現した効率的な生産ネットワ

ークを構築することが可能となり、東アジア地域における

産業の国際競争力の強化につながることが期待される。ま

た、ルールの統一化や手続の簡素化によってＥＰＡを活用

する企業の負担軽減が図られる。 

2012 年 11 月のＡＳＥＡＮ関連首脳会議において、「Ｒ

ＣＥＰ交渉の基本方針及び目的」が 16 か国（ＡＳＥＡＮ

10 か国及び日本、中国、韓国、インド、豪州、ニュージー

ランド）の首脳によって承認され、ＲＣＥＰの交渉立ち上

げが宣言された。 

RCEP
(ASEAN10カ国＋日中韓豪NZ)

署名(20年11月)

カナダ

コロンビア
交渉中

EU
発効(19年2月)

スイス
発効(09年9月）

チリ
発効(07年9月）

メキシコ
発効(05年４月）
改正（12年4月）

トルコ
交渉中

モンゴル
発効(16年6月)

日中韓
交渉中

タイ
発効（07年11月）

シンガポール
発効(02年11月)
改正Sep.2007)

インドネシア
発効（08年7月）

フィリピン
発効（08年12月）

マレーシア
発効(06年7月)

ブルネイ
発効(08年2月)

ミャンマー

インド
発効

(11年8月)

カンボジア

ラオス

豪州
発効（15年1月)

NZ

ペルー
発効(12年3月）

中国

ASEAN
発効（08年12月）

GCC
交渉延期

ＧＣＣ（湾岸協力理事会）：
サウジアラビア、クウェート、
アラブ首長国連邦、
バーレーン、カタール、
オマーン

発効

署名

交渉中

交渉延期

CPTPP
発効 (18年12月)

米国
日米貿易協定、日米
デジタル貿易協定
発効 (20年１月）

韓国

ベトナム
発効(09年10月)

英国
発効(21年1月)

ＴＰＰ
署名(16年2月)
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 基本方針には、「現代的な、包括的な、質の高い、かつ、

互恵的な経済連携協定」を達成すること、物品・サービス・

投資以外に、知的財産・競争・経済技術協力・紛争解決を

交渉分野とすること、が盛り込まれている。第１回ＲＣＥ

Ｐ交渉会合は、2013 年５月にブルネイで開催され、高級実

務者による全体会合に加えて物品貿易、サービス貿易及び

投資に関する各作業部会が開催された。 

 第１回交渉会合が開催されて以降、３回の首脳会議、19

回の閣僚会合及び、31 回の交渉会合が開催を経て、2020

年 11 月 15 日の第４回ＲＣＥＰ首脳会議の機会に署名に

至った。インドは、交渉立上げ宣言以来、2019 年 11 月の

第３回ＲＣＥＰ首脳会議に至るまで７年間にわたり、交渉

に参加してきたが、その後交渉への参加を見送った。我が

国を始め、各国はその戦略的重要性から、インドの復帰を

働きかけたが、2020 年の署名は、インドを除く 15 か国と

なった。しかしながら、ＲＣＥＰ協定署名の際、ＲＣＥＰ

協定署名国は、ＲＣＥＰ協定がインドに対して開かれてい

ることを明確化する「インドのＲＣＥＰへの参加に係る閣

僚宣言」を発出し、インドの将来的な加入円滑化や関連会

合へのオブザーバー参加容認等を定めた。 

 署名後、各国の国内手続きを経て、2022 年１月１日よ

り、日本、オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、

ラオス、ニュージーランド、シンガポール、タイ、ベトナ

ムの 10 カ国についてＲＣＥＰ協定が発効し、続いて、韓

国（同年２月１日）、マレーシア（同年３月 18 日）につい

ても発効した。 

(B)環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ:Trans-

Pacific Partnership）（2016 年２月４日署名） 

我が国は、環太平洋パートナーシップ協定（以下「ＴＰ

Ｐ」という。）に関し、2013 年３月に参加を表明、同年７

月から豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキ

シコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、

ベトナムの 11 か国との交渉に参加した｡その後の交渉を

経て、2015 年 10 月米国アトランタで大筋合意に至り、

2016 年２月４日にオークランドで署名がなされた。 

日本国内においては、2016 年 12 月９日に、ＴＰＰ協定

が国会で承認されるとともに、関連法案が可決・成立した。

その後、2017 年１月 20 日、ＴＰＰ協定原署名国 12 ヶ国

の中で最も早く国内手続き完了の通報を協定の寄託国で

あるニュージーランドに対して行った。 

一方、米国は、2017 年１月 30 日に、ＴＰＰ協定の締約

国になる意図がないことを通知する書簡を協定の寄託国

であるニュージーランド及びＴＰＰ協定署名国各国に対

して発出した。 

(C)環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定（ＣＰＴＰＰ：Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership）（2018 年

３月８日署名） 

2017 年１月の米国によるＴＰＰ協定離脱の通告後、米

国を除くＴＰＰ協定署名 11 か国の尽力により、2018 年３

月８日、チリにおいて環太平洋パートナーシップに関する

包括的及び先進的な協定（以下「ＣＰＴＰＰ」という）の

署名を実現。その後、メキシコ、日本、シンガポール、ニ

ュージーランド、カナダ、豪州が国内手続を完了させ、2018

年 12 月 30 日これら６か国間で発効。2019 年１月 14 日に

はベトナムを加えた７か国間で効力を生じた。ＣＰＴＰＰ

の発効によって、モノの関税だけでなく、サービス、投資

の自由化を進め、さらには知的財産、電子商取引、国有企

業の規律、環境など、幅広い分野で 21 世紀型のルールを、

アジア太平洋に構築し、自由で公正な巨大市場を作り出す

ことが期待される。 

2019年１月19日には東京で第１回ＴＰＰ委員会が閣僚

級で開催され、新規加入に関する手続等が決定された。

2019 年 10 月７-９日には、ニュージーランド・オークラ

ンドにて、第２回ＴＰＰ委員会が開催され、委員会では、

①ＴＰＰ委員会の手続規則、②紛争処理のパネル議長登録

簿に関する決定文書が採択された。併せて、物品貿易・Ｓ

ＰＳ・中小企業・競争力及びビジネス円滑化等の 12 の小

委員会等が開催された。 

2020 年８月６日には、テレビ会議形式で、第３回ＴＰＰ

委員会が開催。委員会では、コロナ危機からの経済回復が

議論の焦点となる中で、ＣＰＴＰＰを通じた自由貿易の推

進が重要であることについて確認するとともに、特にサプ

ライチェーンの強靭化やデジタル化に向けたＣＰＴＰＰ

協定の活用に関する意見交換を行った。また、物品貿易、

ＳＰＳ、ＴＢＴなど 15 の小委員会等が開催され、各国専

門家の間で議論がなされた。 

2021 年２月１日、英国が寄託国であるニュージーラン

ドに対して加入要請を通報した。我が国は、2021 年のＴＰ

Ｐ委員会の議長国として、ハイスタンダードかつバランス
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の取れたＣＰＴＰＰの進化及び拡大に向けて議論をリー

ドしていく旨表明している。 

2021 年６月２日、テレビ会議形式で第４回ＴＰＰ委員

会を開催し、英国の加入手続の開始及び英国の加入に関す

る作業部会（議長：日本、副議長：豪州及びシンガポール）

の設置を決定した。 

2021 年７月 21 日、ペルーが寄託国であるニュージーラ

ンドに対し、国内手続を完了した旨を通報し、９月 19 日

に８番目の締約国として発効。 

2021 年９月１日、テレビ会議形式で第５回ＴＰＰ委員

会を開催し、電子商取引商委員会の設置を決定した。2021

年９月 16 日に中国が、９月 22 日に台湾が、12 月 17 日に

エクアドルが、寄託国であるニュージーランドに対して加

入要請を通報した。我が国としては、加入関心を持つエコ

ノミーが本協定の全ての義務を遵守できるのかどうか、し

っかり見極め、戦略的観点も踏まえて他のＣＰＴＰＰ参加

国とも議論して対応する旨表明している。 

2021 年９月 28 日・29 日以降、第１回英国加入作業部会

が開催され、英国から本協定の義務の遵守について説明を

聴取した。2022 年２月 18 日に同加入作業部会を終了し、

市場アクセス交渉を開始すべく、加入作業部会の議長国で

ある日本から、英国に市場アクセスオファーの提出を指示

した。 

(D)日ＥＵ・ＥＰＡ(2019 年２月１日発効) 

我が国とＥＵは、世界人口の約１割、貿易額の約４割、

ＧＤＰの約３割（発効時）を占める重要な経済的パートナ

ーであり、日ＥＵ・ＥＰＡは、日ＥＵ間の貿易投資を拡大

し、我が国の経済成長をもたらすとともに、世界の貿易・

投資のルール作りの先導役を果たすものといえる。ＥＵは、

近隣諸国や旧植民地国を中心としてＦＴＡを締結してき

たが、2000 年代に入り、韓国等の潜在的市場規模や貿易障

壁のある国とのＦＴＡを重視するようになった。さらに、

2016 年 10 月には先進国であるカナダとの包括的経済・貿

易協定（CETA：the Comprehensive Economic and Trade 

Agreement）に署名した。また、南米南部共同市場（メル

コスール）との貿易協定（ＥＵ-Mercosur Trade Agreement）

は、2019 年６月 28 日、政治合意に至っているが、署名に

は至っていない。 

日ＥＵ・ＥＰＡについては、2013 年３月に行われた日Ｅ

Ｕ首脳電話会談において、日ＥＵ・ＥＰＡ及び戦略的パー

トナーシップ協定（SPA）の交渉開始に合意し、2017 年４

月までに計 18 回の交渉会合が開催された後、同年７月に

大枠合意、同年 12 月には、安倍内閣総理大臣とユンカー

欧州委員会委員長が電話会談を実施し、交渉妥結に達した

ことを確認した。その後、2018 年７月 17 日に署名、同年

12月 21日に日ＥＵＥＵ双方は本協定発効のための国内手

続を完了した旨を相互に通告し、2019 年２月１日に発効

した。なお、投資保護規律及び投資紛争解決については別

途協議を継続している。 

2021 年２月にはオンラインで第２回日ＥＵ・ＥＰＡ合

同委員会が開催され、日ＥＵ・ＥＰＡのこれまでの運用状

況の確認や、日ＥＵ間の貿易を一層促進するための今後の

取組等に関する議論を行った。加えて、データの自由な流

通に関する規定を日ＥＵ・ＥＰＡに含める必要性を再評価

すべく、予備的協議を行うことで一致した。また、2021 年

３月までに物品貿易や政府調達、サービス貿易、投資の自

由化及び電子商取引等 12 分野の第２回専門委員会・作業

部会を実施した。2021 年度においては、2021 年７月にス

トックテイク会合を行い、双方の問題意識を明確にした上

で、10 月以降に各専門委員会・作業部会の議論を開催し、

各分野について具体的な議論を行った。各専門委員会・作

業部会での議論を踏まえて 2022 年３月に第３回日ＥＵ・

ＥＰＡ合同委員会を開催し、日ＥＵ・ＥＰＡに基づく保護

の対象となる地理的表示（ＧＩ）を双方それぞれ 28 件ず

つ追加すること等に合意したほか、データの自由な流通に

関する協議を継続することで一致した。 

(E)日英包括的経済連携協定（日英ＥＰＡ）（2021 年１月１

日発効） 

 英国のＥＵ離脱に伴う移行期間が 2020 年 12 月 31 日に

終了し、2021 年１月から日ＥＵ・ＥＰＡが英国に適用され

なくなることを踏まえ、我が国は日本企業のビジネス継続

性を確保することを目的として 2020 年６月９日に日英Ｅ

ＰＡ交渉を開始し、英国との日ＥＵ・ＥＰＡに代わる新た

な貿易・投資の枠組みの構築を目指した。新型コロナウイ

ルス感染症による影響により交渉の殆どがオンライン会

議にて実施され、同年９月に大筋合意、同年 10 月 23 日に

は、茂木外務大臣とトラス国際貿易大臣により署名が行わ

れた。その後両国議会での承認を終え、翌 2021 年１月１

日に発効した。 

英国にとって日英ＥＰＡは、英国のＥＵ離脱後、主要先
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進国との間で初めて新規に締結されたＦＴＡとなった。日

英ＥＰＡでは日ＥＵ・ＥＰＡの高い水準の関税撤廃率を維

持しつつ、鉄道車両・自動車部品等の一部品目において英

国市場へのアクセスを改善したほか、ルール面においても

電子商取引・金融サービス等の一部の分野で日ＥＵ・ＥＰ

Ａよりも先進的かつハイレベルなルールを規定した。2021

年 10 月以降、英国のＥＵ離脱後の日英ＥＰＡの運用状況

の確認や、日英間の貿易を一層促進するための今後の取組

などに関して、日英ＥＰＡの各専門委員会・作業部会にて

意見交換・議論を行った。これらの結果を踏まえ、2022 年

２月に第１回日英合同委員会を開催し、日英間で、デジタ

ル貿易や気候変動等の分野で日英間の連携を更に強化し

ていくことを確認した。 

(F)日ＡＳＥＡＮ包括的経済連携（ＡＪＣＥＰ）協定 

ＡＳＥＡＮ全加盟国とのＥＰＡである日・ＡＳＥＡＮ包

括的経済連携（ＡＪＣＥＰ）協定は、2004 年 11 月の首脳

間での合意に基づき 2005 年４月より交渉を開始し、2008

年４月 14 日に各国持ち回りでの署名を完了し、2008 年 12

月から加盟国との間で順次発効している。2010 年 10 月よ

り交渉が行われていたＡＪＣＥＰ協定のサービス貿易・投

資に係る改正議定書については３年にわたる交渉を経て

ルール部分について実質合意に至り、2013 年 12 月の日・

ＡＳＥＡＮ特別首脳会議において同成果は各国首脳に歓

迎された。その後、残された技術的論点の調整等を実施し

た結果、2017 年 11 月の日ＡＳＥＡＮ非公式経済大臣会合

において、ＡＪＣＥＰ協定のサービス貿易・投資に係る改

正議定書についても、閣僚レベルの交渉終結に合意。2019

年２～４月に持ち回りでの署名を実施。2020 年８月１日

に、既に国内手続きが完了していた日本、ラオス、ミャン

マー、シンガポール、タイ及びベトナムの間で発効。次い

で国内手続きを完了したブルネイで 10 月１日に、2021 年

に入りカンボジア、フィリピン、マレーシアでも発効。2022

年２月１日にインドネシアで発効し、全加盟国で改正議定

書が発効。 

(G)日中韓ＦＴＡ（交渉中） 

日中韓３か国は、世界における主要な経済プレイヤーで

あり、３か国のＧＤＰ及び貿易額は、世界全体の約２割を

占める。日中韓ＦＴＡは、３か国間の貿易・投資を促進す

るのみならず、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の

実現にも寄与する可能性のある重要な地域的取組の一つ

である。 

 2013 年３月に交渉を開始して以降、2019 年 11 月までに

計 16 回の交渉会合を実施し、物品貿易、原産地規則、税

関手続、貿易救済、物品ルール、サービス貿易、投資、競

争、知的財産、衛生植物検疫（ＳＰＳ）、貿易の技術的障

害（ＴＢＴ）、法的事項、電子商取引、環境、協力、政府

調達、金融サービス、電気通信サービス、自然人の移動等

の広範な分野について議論を行っている。 

 また、2019 年 12 月の第 12 回日中韓経済貿易大臣会合

では、地域の経済統合や持続可能な発展に貢献するために、

３カ国の産業相互補完性を十分に活用し、貿易・投資の協

力レベルを高めるべきであるという考えが共有され、日中

韓ＦＴＡ交渉を加速するよう事務方に指示があった。その

後、同年同月の第８回日中韓サミットでは、その成果文書

「次の 10 年に向けた３か国協力に関するビジョン」にお

いて、ＲＣＥＰ交渉に基づき、独自の価値を有する、包括

的な、質の高い互恵的な協定の実現にむけて、日中韓ＦＴ

Ａ協定の交渉を加速していくことが確認された。 

(H)日コロンビアＥＰＡ（交渉中） 

コロンビアは、太平洋と大西洋に面する北米と南米の結

節点に位置し、豊富なエネルギー・鉱物資源を有する。ま

た、中南米第３位である約 5,100 万人の人口を有するほ

か、平均経済成長率は 3.7％と安定（2010－2019 年）。新

型コロナウイルス感染症の影響で 2020 年の実質ＧＤＰ成

長率はマイナス 6.8％となったが、2021 年は 7.6％（予測

値）と回復する見込み。中南米地域で自由開放経済を主導

する太平洋同盟のメンバーであり、米国・カナダ・ＥＵ及

び韓国とのＦＴＡも発効済である。日コロンビアＥＰＡを

通じた貿易・投資環境の改善により輸出入及び日本企業に

よるコロンビアへの投資の拡大が期待されている。 

2012 年９月に行われた日コロンビア首脳会談にて、両

国はＥＰＡ交渉を開催することで一致。同年 12 月に第１

回交渉会合が開催され、2015 年８月から９月にかけて第

13 回交渉会合が開催された。以降、両国間で様々なやりと

りが継続している。 

(I)日トルコＥＰＡ（交渉中） 

トルコは、人口 8,400 万人を超え(2021 年末時点)、国

民の平均年齢が 30 歳台前半と若い魅力的な国内市場を持

つ。加えて、欧州及び周辺国市場への生産拠点として注目

されている。日トルコＥＰＡによって、欧州企業や韓国企
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業といった競合相手との競争条件の平等化が図られ、トル

コへの日本企業の輸出が後押しされるとともに、トルコの

投資環境関連制度の改善により、トルコへの日本企業の投

資促進も図られることが期待される。 

トルコと我が国は 2012 年７月に第１回日トルコ貿易・

投資閣僚会合を開催し、日トルコＥＰＡの共同研究を立ち

上げることにつき合意した。これを受けて、同年 11 月に

第１回、2013 年２月に第２回の共同研究が開催され、同年

７月に日本･トルコの両政府にＥＰＡ交渉開始を提言する

共同研究報告書が発表された。 

 共同研究報告書を受けて、2014 年１月に行われた日ト

ルコ首脳会談にて、両国はＥＰＡ交渉を開始することで一

致し、同年 12 月に第１回交渉会合が開催され、2019 年 10

月までに計 17 回の交渉会合を開催した。特に、2019 年は

１月・６月には閣僚級で議論するとともに、同年中に５回

の交渉会合を実施するなど交渉が加速。また、2019 年７月

に行われた日トルコ首脳会談において、両首脳はＥＰＡの

早期妥結に向け更に交渉を加速することを確認した。以降、

両国間で様々なやりとりが継続している。 

(J)原産地証明書の電子化 

①貿易関連の国際手続きのデジタル化 

まず、海外と連携して取り組んでいる課題として、原産

地証明書（以下、ＣＯ）の電子化が挙げられる。これまで

ＣＯは紙でやりとりされることが多く、事務コストが高い

こと、ＣＯの紛失・遅延等のリスクがあることから、ＥＰ

Ａ等を利用する事業者からは、貿易円滑化の観点から電子

化のニーズが高まっている。このため、前述の「総合的な

ＴＰＰ等関連政策大綱」においても、ＣＯのデジタル化に

ついて政府一丸となって取り組むこととされている。日本

国税関では、既にＣＯのＰＤＦファイル等による提出を認

めているが、日本で発給するＣＯについても、2022 年１月

より、日タイＥＰＡ及びＲＣＥＰ協定を対象に、原則とし

てＰＤＦファイルでの発給を開始した。なお、日豪ＥＰＡ

では、2016 年 11 月から、紙を原本としつつＰＤＦファイ

ルもＣＯの写しとして発給している。また、当局間で直接

やりとりを行うＣＯのデータ交換は、取引コストをさらに

引下げることが期待されており、こうした仕組の構築に向

けて、タイ、インドネシア、ＡＳＥＡＮとの間で協議が進

められている。 

②ＥＰＡ関連の国内手続きのデジタル化 

国内における取組として、2021 年８月、ＪＥＴＲＯが原

産地証明書の申請書類作成を支援するソフト（通称、「原

産地証明書ナビ」）を公表し、同ツールの無償提供を開始

した。これにより、輸出に当たってＥＰＡを利用／検討し

ている企業（特に中小企業）が、ＣＰＴＰＰを含むＥＰＡ

の原産地証明書を簡易かつ効率的に作成できるようにな

った。また、令和３年度補正において、中堅・中小企業が

簡易かつ低コストでＥＰＡを利用するためのデジタルプ

ラットフォームを整備するための実証を実施している。当

該実証を通じて、①輸出品及び原材料に対応するＨＳコー

ドの検索、②各ＥＰＡの関税率・ＰＳＲの比較による最適

なＥＰＡの選択、③原産性の証明に必要な書類の準備、④

原産性の証明に必要なサプライヤーからの情報提供等の

プロセスをワンストップでサポートするプラットフォー

ムを開発する。 

 

（２）投資協定 

投資協定とは、投資先国での自国投資家及びその財産の

保護や締約国間の投資自由化等を約束する国家間の条約

である。海外に投資した投資家やその投資財産の保護、規

制の透明性向上等により、投資を促進するための内容を規

定している。 

１．2021年 10月時点で海外に拠点を構える日系企業の数

は 77,551 拠点を数えるに至り、また、我が国の対外直

接投資は 2021 年に 231,125 億円となっている。 

２．我が国から海外への投資が一層進んでいると同時に、

新興国を中心に世界の市場も急速な勢いで拡大を続け

ており、日本企業や日系企業は、熾烈な海外市場の獲

得競争に晒されている。我が国の経済成長をより強固

で安定的なものにしていくためには、貿易投資立国と

しての発展を目指し、世界のビジネス環境をより一層

整備していく必要がある。かかる観点から、投資家や

その投資財産の保護、規制の透明性向上、機会の拡大

等について規定する投資協定及び投資章を含む経済連

携協定（ＥＰＡ）／自由貿易協定（ＦＴＡ）（以下、投

資関連協定）は、投資支援のツールとしての重要性を

一層増しており、日本政府は、他の経済政策と並び、

既存協定の改正を含む投資関連協定の締結を一層加速

し、投資環境の整備を進めている。 

３．2016 年５月に策定された「投資関連協定の締結促進
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等投資環境整備に向けたアクションプラン」（アクショ

ンプラン）では、2020 年までに、100 の国・地域を対

象に投資関連協定を署名・発効すること、投資市場へ

の新規参入段階から無差別待遇を要求する「自由化型」

の協定を念頭に、高いレベルの質を確保すること等を

指針として掲げ、積極的かつ集中的に投資関連協定の

締結に取り組んできた。 

４．2021 年３月には、「投資関連協定の締結促進等投資環

境整備に向けたアクションプラン（成果の検証と今後

の方針）」を策定し、アクションプラン以降の取組を検

証した。アクションプランの策定以降、我が国は、2022

年４月現在までに、新たに 20 の投資関連協定（45 の

国・地域）が発効済み又は署名済みとなった。特に、

二国間投資関連協定のみならず、ＣＰＴＰＰ、日ＥＵ・

ＥＰＡ、ＡＪＣＥＰ、ＲＣＥＰなど、多国間の投資関

連協定交渉にも積極的に取組、締結・発効に至ってい

る。加えて、多くの投資関連協定において、自由化型、

我が国産業界が重視する公正公平待遇、投資家と国家

の間の紛争解決規定（ＩＳＤＳ）等が盛り込まれてい

る。 

５．更に、今後の方針としては、アクションプランにおい

て 100 の国・地域という目標値が設定されたことをふ

まえつつ、今後の投資先としての潜在力の開拓や他国

の投資家と比較して劣後しないビジネス環境の整備等

に向け、引き続き戦略的観点及び質の確保の観点を考

慮した取組を進めることとし、特に、中南米及びアフ

リカを中心的な検討先とすることを明記した。加えて、

投資関連協定の実効性の観点から、経済関係団体等と

の連携、在外公館・ＪＥＴＲＯ等を通じた、積極的な

情報発信に努めることとしている。 

６．なお、2022 年４月現在で 54 本の投資関連協定が署名

され、うち 52 本が発効済みとなっている（表）。また、

交渉中の協定を含めれば 94 の国・地域をカバーするこ

ととなった。今後も、産業界のニーズや相手国の事情

に応じながら、新規協定の締結及び既存協定の改正に

向けた交渉を一層積極的に進めていく必要がある。 

 

 

表２：我が国の投資関連協定締結状況 

締結相手国（地

域を含む） 
署名 発効 

エジプト 1977 年１月 28 日 1978 年１月 14 日 

スリランカ 1982 年３月１日 1982 年８月７日 

中国 1988 年８月２日 1989 年５月 14 日 

トルコ 1992 年２月 12 日 1993 年３月 12 日 

香港 1997 年５月 15 日 1997 年６月 18 日 

パキスタン 1998 年３月 10 日 2002 年５月 29 日 

バングラデシュ 1998 年 11 月 10 日 1999 年８月 25 日 

ロシア 1998 年 11 月 13 日 2000 年５月 27 日 

シンガポール

（経済連携協定) 
2002 年１月 13 日 2002 年 11 月 30 日 

韓国 2002 年３月 22 日 2003 年１月１日 

ベトナム 2003 年 11 月 14 日 2004 年 12 月 19 日 

メキシコ（経済

連携協定） 
2004 年９月 14 日 2005 年４月１日 

マレーシア（経

済連携協定） 
2005 年 12 月 13 日 2006 年７月 13 日 

フィリピン（経

済連携協定） 
2006 年９月９日 2008 年 12 月 11 日 

チリ（経済連携

協定） 
2007 年３月 27 日 2007 年９月３日 

タイ（経済連携

協定） 
2007 年４月３日 2007 年 11 月１日 

カンボジア 2007 年６月 14 日 2008 年７月 31 日 

ブルネイ（経済

連携協定） 
2007 年６月 18 日 2008 年７月 31 日 

インドネシア

（経済連携協定) 
2007 年８月 20 日 2008 年７月１日 

ラオス 2008 年１月 16 日 2008 年８月３日 

ウズベキスタン 2008 年８月 15 日 2009 年９月 24 日 

ペルー 2008 年 11 月 21 日 2009 年 12 月 10 日 

ベトナム（経済

連携協定）※1 
2008 年 12 月 25 日 2009 年 10 月１日 

スイス（経済連

携協定） 
2009 年２月 19 日 2009 年９月１日 

インド（経済連

携協定） 
2011 年２月 16 日 2011 年８月１日 
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ペルー（経済連

携協定）※2 
2011 年５月 31 日 2012 年３月１日 

パプアニューギ

ニア 
2011 年４月 26 日 2014 年１月 17 日 

コロンビア 2011 年９月 12 日 2015 年９月 11 日 

クウェート 2012 年３月 22 日 2014 年１月 24 日 

日中韓 2012 年５月 13 日 2014 年５月 17 日 

イラク 2012 年６月７日 2014 年２月 25 日 

サウジアラビア 2013 年４月 30 日 2017 年４月７日 

モザンビーク 2013 年６月１日 2014 年８月 29 日 

ミャンマー 2013 年 12 月 15 日 2014 年８月７日 

豪州（経済連携

協定） 
2014 年７月８日 2015 年１月 15 日 

カザフスタン 2014 年 10 月 23 日 2015 年 10 月 25 日 

ウルグアイ 2015 年１月 26 日 2017 年４月 14 日 

ウクライナ 2015 年２月５日 2015 年 11 月 26 日 

モンゴル（経済

連携協定） 
2015 年２月 10 日 2016 年６月７日 

オマーン 2015 年６月 19 日 2017 年７月 21 日 

ＴＰＰ（経済連

携協定） 
2016 年２月４日 未定 

イラン 2016 年２月５日 2017 年４月 26 日 

ケニア 2016 年８月 28 日 2017 年９月 14 日 

イスラエル 2017 年２月１日 2017 年 10 月５日 

アルメニア 2018 年２月 14 日 2019 年５月 15 日 

ＣＰＴＰＰ（経

済連携協定） 
2018 年３月８日 2018 年 12 月 30 日 

アラブ首長国連

邦 
2018 年４月 30 日 2020 年８月 24 日 

ＥＵ（経済連携

協定） 
2018 年７月 17 日 2019 年２月１日 

ヨルダン 2018 年 11 月 27 日 2020 年８月１日 

アルゼンチン 2018 年 12 月１日 未定 

ＡＳＥＡＮ（経

済連携協定） 
2019 年２月 26 日 2020 年８月１日 

モロッコ 2020 年１月８日 2022 年４月 23 日 

コートジボワー

ル 
2020 年１月 13 日 2021 年３月 26 日 

英国（経済連携 2020 年 10 月 23 日 2021 年１月１日 

協定） 

ＲＣＥＰ（経済

連携協定） 
2020 年 11 月 15 日 2022 年１月１日 

ジョージア 2021 年１月 29 日 2021 年７月 23 日 

 

※1：2004 年 12 月 19 日に発効した日・ベトナム投資協定

の内容が組み込まれている。 

※2：2009 年 12 月 10 日に発効した日・ペルー投資協定の

内容が組み込まれている。 

備考１：台湾とは民間窓口機関の取決めが 2011 年９月 22

日に署名されており、2012 年１月 20 日に手続が

完了している。 

資料：経済産業省作成。 

 

（３）インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ） 

米国のバイデン大統領は、2021 年 10 月の東アジアサミ

ットにおいて「インド太平洋経済枠組み」構想（Indo-

Pacific Economic Framework、以下「ＩＰＥＦ」）を発表。

米国とこの地域の国々に共通する課題である①貿易円滑

化、②デジタル経済と技術の標準、③サプライチェーンの

強靭性、④脱炭素化とクリーン・エネルギー、⑤インフラ

ストラクチャー、⑥労働基準、⑦その他の共通課題につい

て、具体化をパートナー諸国と進めていくと表明した。 

2021 年 11 月には、米国のジーナ・レモンド商務長官と

キャサリン・タイ通商代表部（ＵＳＴＲ）代表が相次いで

訪日し、日本メディアのインタビュー14 で、同盟国などと

経済的枠組みを創設したいとの意向を示した。この提案に

対して、日本政府は 15、米国のインド太平洋地域への積極

的なコミットメントを示すものであり、米国のこうした姿

勢を歓迎するとともに、自由で開かれたインド太平洋の実

現という観点から、この地域の有り得べき国際秩序の構築

に向けて、日米で緊密に連携をして取り組んでいきたい旨

を表明した。 

2022 年１月に実施された日米首脳テレビ会談において、

両首脳は、経済面での日米協力をインド太平洋地域に拡大

していくことを確認し、岸田総理大臣は、ＩＰＥＦを含む

米国の地域へのコミットメントを歓迎した。 

2022 年３月、米国通商代表部（ＵＳＴＲ）と商務省が、

相次いで担当分野についてパブリックコメントを開始し

た。これによると、ＵＳＴＲが①公平で強靭な貿易を、商

務省 18 が、②強靭なサプライチェーン、③インフラ、脱

炭素化、クリーン・エネルギー、④税・反汚職の３分野を

主導する模様。 
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４．二国間関係 

４．１．アジア太平洋各国関係 

（１）日本・中国関係  

中国との関係では、経済産業省は、中国に対してビジネ

ス環境整備の要請とビジネス協力の具体化の両輪で政策

を展開している。具体的には、輸出管理法・データ関連規

制といった国内法制度の予見可能性向上や外商投資規制

の緩和等を通じた公正・公平な競争環境の実現を求めると

ともに、省エネ環境分野や介護サービス分野等の日中が共

通の課題を抱える分野での協力強化に向けた取組も行っ

ている。 

エネルギー分野では、2021 年 11 月 26 日に、経済産業

省と中国国家発展改革委員会で「第１回脱炭素化実現に向

けた日中政策対話」を開催した。日本側からは「第６次エ

ネルギー基本計画」について、中国側からは「2030 年まで

のカーボンピークアウトにおける行動方案」等を紹介し、

相互に関心のある分野の取組について意見交換を行うと

ともに、本政策対話を今後も定期的に開催することを合意

した。 

また、2021 年 12 月 26 日には、経済産業省及び一般財

団法人日中経済協会と、中国国家発展改革委員会及び商務

部の共催で、日中のエネルギー・環境分野の官民合同フォ

ーラムである「第 15 回日中省エネルギー・環境総合フォ

ーラム」を実施した。2021 年度は、東京会場と北京会場を

つないだオンライン形式で、日本側から、萩生田経済産業

大臣、山口環境大臣、宗岡日中経済協会会長ほか、中国側

から、何立峰国家発展改革委員会主任、任鴻斌商務部部長

助理、孔鉉佑中国駐日本国特命全権大使他ほか、双方合わ

せて 700 名を超える官民関係者が参加した。 

全体会合では、萩生田経済産業大臣から、今回のフォー

ラムの重点として、「カーボンニュートラルを目指す多様

な道筋と日中の協力」を挙げ、日本のカーボンニュートラ

ルの実現に向けた取組について紹介するとともに、円滑な

エネルギー・トランジションの推進といった両国の課題解

決に向けた日中の連携の必要性について述べた。また、省

エネ分野と水素分野での日中協力の具体的進展について

紹介し、更なる拡大への期待を表明した。 

また、フォーラムでは、エネルギー・環境分野での日中

企業間の協力案件が新たに 11 件創出され、2006 年の第１

回フォーラムからの累計での協力案件は 413 件に達した。 

全体会合に続いて、「エネルギー効率の向上（省エネ）」、

「自動車の電動化・スマート化」、「水素・クリーン電力分

科会」、「日中長期貿易（水環境対応と汚泥処理）」の四つ

の分科会を開催し、日中双方の政府部門や主要企業等が意

見交換を行った。 

また、フォーラムの同日、萩生田経済産業大臣と何立峰

国家発展改革委員会主任との間でバイ会談を行い、両国の

脱炭素に関する協力の重要性を確認するとともに、政策対

話の加速化と経済政策全般に関して意見交換を行った。 

ヘルスケア分野では 2021 年 12 月 21 日に、経済産業省

主催で日本への医療インバウンド推進を目的とした「日中

医療渡航商談会」をオンライン形式で開催し、日本側から

日本の受入医療機関の各特色や強みに関する情報発信や、

日本側医療機関と中国側の医療渡航支援事業者とのマッ

チング支援を実施した。 

加えて、ＪＥＴＲＯと協力し、中国の上海市、天津市、

江蘇省、広東省、四川省で「地方都市高齢者産業交流会」

を実施し、日本の介護サービス・福祉用具の事業者と中国

現地企業とのビジネスマッチングを行った。 

サービス産業分野では、2022 年３月 31 日に、経済産業

省、厚生労働省および中国商務部、教育部、中医薬管理局

で「日中サービス貿易政策対話」を実施した。2018 年に

「サービス貿易協力強化に関する覚書」が締結されてから

初の会談となる本政策対話では、日中双方のサービス産業

の生産性向上に資する取組やサービス貿易・教育サービス

の現状について情報交換等を行った。 

（２）日本・韓国関係 

（ア）貿易・投資等 

2021 年度の日本・韓国間の貿易額は約９兆 8,302 億円

（対前年比 27.4％）と増加した。引き続き韓国にとって日

本は輸出先として第５位、輸入先として第３位である。日

本からの対韓国直接投資(実績ベース)は昨年と比べて増

加し、2021 年は約 7.0 億ドル（対前年比 20.2％増）とな

った。韓国の国別直接投資受入れにおいて、1962 年～2021

年までの累計では、日本は第２位である。 

（イ）旧朝鮮半島出身労働者問題 

2018 年 10 月 30 日に日本製鉄が、また同年 11 月 29 日

に三菱重工業が、それぞれ韓国大法院にて旧朝鮮半島出身

労働者問題訴訟にかかる敗訴判決を受けた。両社に対する
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大法院敗訴判決を受け、同年 11 月 29 日に外務大臣が談話

を発出した。2019 年１月９日に日本政府は韓国政府に対

し日韓請求権協定に基づく協議を要請し、同年５月 20 日

には同協定に基づく仲裁付託を通告したが、韓国政府はこ

れらに応じていない。2020 年８月４日には日本製鉄が韓

国国内に持つ資産に対する差押え命令の公示送達が、また

同年 12 月 29 日には三菱重工業が韓国国内に持つ資産に

対する差押え命令の公示送達がそれぞれ発効した。2021

年９月 27 日には三菱重工業に対し、また同年 12 月 30 日

に日本製鉄に対しそれぞれ特別現金化命令が発令され、韓

国裁判所による補償費用の「現金化」に向けた手続が進展

した。韓国側に国際法違反の状況の是正を強く求めている。 

 

（３）日本・モンゴル関係 

2021 年は、日モンゴルＥＰＡ発効５周年の年であり、こ

れを受けて 2021 年６月 25 日には、「モンゴル産品対日輸

出促進セミナー」がＪＥＴＲＯ主催で開催され、モンゴル

企業の対日輸出に向けた課題解決に向けて、具体的なサー

ビス・ツールを提供する日本企業が講演を行うとともに、

江島経済産業副大臣（当時）から、官民が連携した更なる

ビジネス交流活性化の必要性について挨拶を行った。 

 

（４）日本・インド関係 

日豪印サプライチェーン強靱化については、2021 年４

月、梶山経済大臣が日豪印サプライチェーン強靱化イニシ

アティブ貿易大臣会合（オンライン形式）に出席し、豪州

のダン・ティーハン貿易・観光・投資大臣及びインドのピ

ユシュ・ゴヤル商工大臣とともに、インド太平洋地域にお

ける強固で持続性があり均衡のとれた包摂的な成長を実

現するため、サプライチェーンの強靭性を高める好循環を

生み出すことを目的とする「サプライチェーン強靭化イニ

シアティブ（ＳＣＲＩ）」の立ち上げに合意した。同イニ

シアティブの下、2021 年 11 月、経済産業省・ジェトロ主

催、豪州外務貿易省・豪州貿易投資促進庁・インド商工省・

インベストインディア共催による、日豪印ビジネスイベン

ト「ＳＣＲＩ x J-Bridge タイアップイベント」を開催し、

企業を取り巻くサプライチェーン動向の議論、及びサプラ

イチェーン強化を志向する日豪印企業間の協業支援を実

施した。2021 年９月には、ジェトロと協力して「第２回サ

プライチェーン強靱化フォーラム」を開催し、デジタルト

ランスフォーメーション（ＤＸ）をテーマに、日・豪・印・

ＡＳＥＡＮの産学官、米国企業等によるサプライチェーン

マネジメントや循環型経済についての議論を行った。 

また、2022 年３月、萩生田経済大臣が日豪印サプライチ

ェーン強靱化イニシアティブ貿易大臣会合（オンライン形

式）に出席し、豪州のダン・ティーハン貿易・観光・投資

大臣及びインドのピユシュ・ゴヤル商工大臣とともに、Ｓ

ＣＲＩの立ち上げ以降のマッチングイベントの開催や各

国のベストプラクティス共有等の取組を歓迎した。その上

で、地域大のサプライチェーン原則の策定や、サプライチ

ェーン強靭化に資する共同プロジェクトの実施、ＪＥＴＲ

Ｏ等の貿易・投資促進機関を含む各国の産学官との連携等

に３か国で取り組むことに合意した。 

産業協力については、2021 年 11 月に、経済産業審議官

と印商工省次官が日印産業競争力パートナーシップ（ＩＪ

ＩＣＰ）のＭＯＣに正式に署名した。ＩＪＩＣＰは 2019

年に梶山経済産業大臣とゴヤル商工大臣間で立ち上げに

合意した日印の経済連携強化のための次官級の枠組みで

あり、日本の知見の共有やインドにおけるビジネス環境整

備を通じてインドの産業競争力強化を図ることを目的と

している。 

デジタル分野については 2022 年２月、萩生田経済大臣

が「日本インドデジタル大動脈シンポジウム」（オンライ

ン形式）にて講演を行い、インドのバイシュナウ電子情報

技術・通信大臣とともに、デジタルトランスフォーメーシ

ョン対応の遅れを挽回し、ポストコロナの国際競争に備え

るうえで重要なＩＴ大国インドとの連携を深めた。 

2022 年３月には、岸田総理の訪印時に両首脳が、ＩＪＩ

ＣＰ、日本式ものづくり学校の取組の促進等を通じて引き

続き協力していくことを確認した。ＩＪＩＣＰについては、

日本の産業政策の経験を踏まえ、(i)物流、(ii)産業政策

の経験とベストプラクティスの共有、（iii）ビジネス環境

改善、（iv）輸出競争力、(v)日本企業が直面する課題の解

決、(vi)デジタル技術の活用通じた医療・教育・農業等の

第一次産業の課題解決等の分野における協力を促進する

ことを目的として、経済産業審議官と印商工省次官の間で

ロードマップの署名が行なわれ、首脳会談で歓迎された。 

併せて、首脳会談において両首脳は、新型コロナウイル

ス感染症後の世界においてデジタル技術がますます重要

な役割を果たすことを認識し、デジタルトランスフォーメ
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ーションのための共同プロジェクト推進、インドのＩＴ専

門家が日本において就労する又は海外の日本企業におい

て就労する機会の提供に向けた支援及びＩｏＴ、ＡＩその

他新興技術の分野における連携を通じてデジタル経済を

強化することを視野に入れた「日印デジタル・パートナー

シップ」の下で拡大している協力を歓迎した。 

岸田総理から、インドは「新しい資本主義」においても

重要なパートナーである旨述べ、両首脳は、今後５年間で

日本からインドに対し、５兆円規模の投融資を実現すると

の共有された意図を表明した。その上で、岸田総理から、

日本企業のインドにおける円滑な活動のための更なる環

境整備への支援を要請した。また、気候変動対策について

は、両国の着実な取組が重要であることを確認し、世界全

体でのカーボンニュートラル、多様かつ現実的なエネルギ

ー・トランジションに向け、新たに発表される「日印クリ

ーン・エネルギー・パートナーシップ」等を通じ、エネル

ギー安全保障にも資する形で、日印協力を進めていくこと

を確認した。 

 

（５）日本・豪州関係 

豪州とは、2021年７月、梶山経済産業大臣（当時）とダ

ン・ティーハン貿易・観光・投資大臣（当時）との間で第

三回日豪経済閣僚対話を対面で開催。通商分野では、ＣＰ

ＴＰＰ、ＲＣＥＰ、サプライチェーンの強靱化等について

共に取組、インド太平洋地域において連携していく必要性

を確認。エネルギー分野では、今年６月の首脳会談で発表

された「技術を通じた脱炭素化に関する日豪パートナーシ

ップ」の下で、アジア地域における現実的なエネルギー・

トランジションに向けて協力していくことを確認。対話後

には成果文書として、共同声明を発出した。2021年11月に

は萩生田経済産業大臣（当時）とティーハン大臣（当時）

がオンラインで会談。ＣＰＴＰＰ、ＲＣＥＰ、ＷＴＯ等の

通商分野の連携について議論を行い、インド太平洋地域に

おける諸課題の解決に向けて戦略的な連携をより一層強

化していくことを確認した。さらに同月末、第３回日本・

太平洋島嶼国経済フォーラムがテレビ会議方式で開催さ

れ、石井経済産業副大臣（当時）が出席。貿易相手・投資

先としての島嶼国の魅力や、島嶼国の問題解決に繋がる日

本の技術等について議論し、双方の交流を深めた。 

 

（６）日本・東南アジア関係 

（ア）日本・ＡＳＥＡＮ関係 

2021 年５月 24 日～28 日、日ＡＳＥＡＮの関係機関の共

催を得て、「イノベーション」と「サステナビリティ」を

キーワードにＡＳＥＡＮビジネスの現状と可能性を考察

する機会として、幅広い分野の産業界や有識者等の協力を

得て、「第１回日ＡＳＥＡＮビジネスウィーク～toward 

Innovative and Sustainable Growth～」を開催。その中

で、梶山大臣より、アジアの持続的な経済成長とカーボン

ニュートラルの同時達成に向けて、「アジア・エネルギー・

トランジション・イニシアティブ（ＡＥＴＩ）」を新たに

表明した。 

2021 年９月 15 日、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合がオンラ

イン形式にて開催された。今回の会合では、ＣＯＶＩＤ-

19 感染拡大を受け、昨年(2022 年)７月の日ＡＳＥＡＮ経

済大臣特別会合において発出された「日ＡＳＥＡＮ経済強

靱化アクションプラン」の実行状況を共有したほか、ポス

トコロナの経済成長に向け、日ＡＳＥＡＮ双方が優先的に

取り組むべき事項として、「日ＡＳＥＡＮイノベーティブ

＆サステナブル成長プライオリティ」（以下、プライオリ

ティ）を日本から提案し、他の出席者から歓迎された。プ

ライオリティには、①日経済強靱化アクションプランの着

実な実行②「産業」、「都市部」、「地方部」の３分野のイノ

ベーション＆サステナビリティに焦点を当てる重点分野

の特定③３分野を踏まえた日ＡＳＥＡＮ経済強靭化アク

ションプランの拡充④昨年の同会合で立ち上げたイノベ

ーティブ＆サステナブル成長対話（ＤＩＳＧ）を 基点と

した日ＡＳＥＡＮのさらなる官民連携の促進で構成され

る。 

2022 年１月 10 日、インドネシア外交政策コミュニティ

（ＦＰＣＩ）、東アジア・アセアン経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）、日アセアン経済産業協力委員会（ＡＭＥＩＣＣ）、

及び経済産業省の共催によるオンラインイベントが開催

され、萩生田経済産業大臣から、ポストコロナを見据えた

アジアでの経済協力の方向性を示す新たなイニシアティ

ブとして、「アジア未来投資イニシアティブ」を発表した。

「アジア未来投資イニシアティブ」では、デジタル化の進

展等の「イノベーション」の加速、及び、気候変動問題や

都市化の進展に伴う交通インフラ等の諸課題を含む都市

や地方における「サステナビリティ」の重要性の顕在化と
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いったＡＳＥＡＮ地域における変化を踏まえ、①ＡＳＥＡ

Ｎ各国の実状と向き合い、実効的な解決策を提供する②民

間のイノベーションを最大限活用し、持続可能な経済社会

の基盤を創る③現地企業との協業などを通じ、日本と各国

がパートナーとして地域の未来を共創していく、という３

つの理念に基づき、未来志向の新たな投資（未来投資）を

積極的に推進していく。 

（イ）ＡＳＥＡＮ＋３（日本、中国、韓国）の取組 

2021 年９月 13 日、第 24 回ＡＳＥＡＮ＋３経済大臣会

合がオンライン形式にて開催された。今回の会合では、Ｃ

ＯＶＩＤ-19 感染拡大による経済的影響、多角的貿易体制

の維持、サプライチェーン強靱化、デジタルトランスフォ

ーメーション等の地域共通の課題への対処に関して意見

交換が行われました。また、昨年（2020 年）承認された

「ＣＯＶＩＤ-19 感染拡大による経済的影響の緩和に関

するＡＳＥＡＮ＋３アクションプラン」を引き続き実行す

ることの重要性を確認するとともに、共同メディア声明が

発出された。 

（ウ）ＡＳＥＡＮ＋８（日本、中国、韓国、インド、豪州、

ニュージーランド、米国、ロシア）の取組 

22021 年９月 15 日、第９回東アジア経済大臣会合がオ

ンライン形式にて開催された。東アジア・アセアン経済研

究センター（ＥＲＩＡ）からのプレゼンを踏まえ、ＣＯＶ

ＩＤ-19 感染拡大によってもたらされた地域の経済影響

や、サプライチェーン強靱化を始めとする今後の経済回復

に向けた方策についての意見交換が行われるとともに、共

同メディア声明が発出された。 

（エ）日本・メコン関係 

2021 年９月、第 13 回日メコン経済大臣会合（テレビ会

談）を開催し、梶山弘志経済産業大臣及びラオスのカムペ

ーン・サイソムペーン商工業大臣が共同議長を務めた。本

会合では、「メコン産業開発ビジョン 2.0」の実現に向け

て、昨年策定したワークプログラムの概ね順調な進捗を確

認した。また、メコン各国の事情を踏まえた現実的なアジ

ア・エネルギー・トランジションなど、強靱かつ持続可能

な経済の構築に向けて議論を実施し、今後の日メコン協力

の取組を更に進めていくことの重要性を確認した。 

（オ）東アジア・アセアン経済研究センター 

経済産業省は、東アジア・アセアン経済研究センター（Ｅ

ＲＩＡ）を通じて、ＡＳＥＡＮ及び東アジアの経済統合を

支援している。2021 年には、ブルネイ・ダルサラーム国と

ともに、第４回東アジアエネルギーフォーラムを主催し、

ＡＳＥＡＮと東アジアにおける低炭素エネルギー移行と

カーボンニュートラルについて議論した。2021 年６月、経

済産業省とＥＲＩＡは、「第１回アジアＣＣＵＳネットワ

ークフォーラム」を開催し、アジア全域での二酸化炭素回

収・利用・貯留（ＣＣＵＳ）活用に向けた知見の共有や事

業環境整備を目指す国際的な産学官プラットフォーム｢ア

ジアＣＣＵＳネットワーク｣の立ち上げを発表した。 

これらの取組を通じＥＲＩＡは、ＡＳＥＡＮ及び東アジ

ア地域の経済発展を支えるにあたり不可欠な知的インフ

ラを提供している。ＥＲＩＡは、2021 年９月の東アジア経

済大臣会合において、地域の経済問題を支援する調査及び

研究活動を通じて多大な貢献をしていることが賞賛され

るなど、ＡＳＥＡＮ及び東アジアのさらなる経済統合の深

化に貢献することが関係国より期待が表明されている。 

（カ）その他の二国間関係 

(A)総論 

 ＡＳＥＡＮ地域は、日系企業が多く進出しているだけで

なく、世界の成長センターとしても我が国にとって重要な

地域である。ただし近年、デジタル化の対応や産業高度化、

地域間格差の是正等、新たな経済・社会課題に直面してい

るところ。更なる経済成長の実現に向け、日ＡＳＥＡＮ協

力を新たな段階に進化させることが重要。政務や事務方と

いったレベルを問わず、二国間、多国間の枠組を活用しな

がら、日本としてこれまで実施してきた産業協力の充実や

強化を図るだけでなく、コロナ禍における経済への影響の

緩和、将来に向けて危機に強い経済の構築を目指す。以下

で大臣、副大臣、政務官が対応したイベント・会談につい

て記載する。 

(B)日本・インドネシア関係 

2022 年１月、萩生田経済産業大臣は、ジャカルタにおい

て関係閣僚と会談を行った。 

ルトフィ商業大臣との会談では、日インドネシア二国間

経済関係の強化に向けて、「アジア未来投資イニシアティ

ブ」に基づく日本としての取組等を説明した。また、イン

ドネシアにおける事業環境の整備やＧ２０、日インドネシ

アＥＰＡ、ＲＣＥＰ等などの通商政策に加え、幅広く個別

の産業政策等について意見交換を行った。 

アグス工業大臣との会談では、日インドネシア二国間経
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済関係の強化に向けて、「アジア未来投資イニシアティブ」

に基づく日本としての取組等を説明するとともに、インド

ネシアにおいて実施している人材育成等を含む裾野産業

の協力や、自動車産業など幅広い個別の産業政策等につい

て意見交換を行った。 

ルフット海洋・投資担当調整大臣との会談では、日イン

ドネシア二国間経済関係の強化に向けて「アジア未来投資

イニシアティブ」に基づく日本としての取組等を説明する

とともに、インドネシアにおける事業環境の整備やＡＥＴ

Ｉの下でのエネルギー分野の協力など個別の産業政策を

含む幅広い観点から意見交換を行った。また、石炭輸出の

一時停止措置に対して、輸出の早期正常化を働きかけ、イ

ンドネシア政府から措置の緩和方針が発表された。 

アイルランガ経済担当調整大臣との会談では、日本とし

てＧ２０の成功に最大限協力していく意向を伝えるとと

もに、Ｇ２０の貿易、デジタル、エネルギー・気候変動の

各会合へ向けた意見交換を行った。 

また、日インドネシアの二国間経済関係の強化に向けて、

「アジア未来投資イニシアティブ」に基づく日本としての

取組等を説明するとともに、イニシアティブに基づく取組

を、インドネシアの実状に即したより具体的な取組にして

いくために官民対話を立ち上げる「日インドネシア・イノ

ベーティブで持続可能な経済社会の共創パートナーシッ

プ」を設立した。 

アリフィンエネルギー鉱物資源大臣との会談では、脱炭

素化に向けたインドネシアの事情を踏まえ、幅広い技術・

エネルギーを活用した現実的かつ多様なトランジション

を進めるため、エネルギー・トランジションの実現に関す

る協力覚書に署名し、アジア・エネルギー・トランジショ

ン・イニシアティブ（ＡＥＴＩ）の下での両国の連携を確

認した。加えて、インドネシアが今年議長を務めるＧ２０

での協力を含め、エネルギー分野での協力をより一層深化

させることで一致した。また、石炭輸出の一時停止措置に

対して、輸出の早期正常化を働きかけ、インドネシア政府

から措置の緩和方針が発表された。 

(C)日本・シンガポール関係 

 2021 年６月、梶山経済産業大臣は、シンガポールのガ

ン・キムヨン貿易産業大臣とＴＶ会談を行った。会談では、

梶山大臣から、アジアの脱炭素化・グリーン成長の実現に

向け、多様かつ現実的なエネルギー・トランジションを支

援していく方針であることを説明した。両大臣は、「日星

エネルギー・トランジション対話」の立ち上げに合意し、

アジアにおけるエネルギー・トランジションの推進に向け

た両国の協力を歓迎した。また、両大臣は、ＲＣＥＰやＣ

ＰＴＰＰを通じ、自由で公平でルールに基づく経済秩序の

構築に向けて連携を深めることについて確認した。 

 2021 年 11 月、萩生田経済産業大臣は、シンガポールの

ガン・キムヨン貿易産業大臣とＴＶ会談を行った。会談で

は、アジアにおけるエネルギー・トランジションの推進や、

デジタル分野における両国間の協力について確認したほ

か、通商分野においては、ＣＰＴＰＰやＲＣＥＰを通じて、

地域における自由で公平な経済秩序の構築に向けて連携

を深めることについて確認した。 

 2022 年１月、萩生田経済産業大臣は、シンガポールのガ

ン・キムヨン貿易産業大臣とシンガポールにて会談を行っ

た。会談では、ガン・キムヨン貿易産業大臣と、日シンガ

ポール二国間経済関係の強化に向けて「アジア未来投資イ

ニシアティブ」に基づく日本としての取組等を説明すると

ともに、通商分野やエネルギー分野における二国間の協力

等、幅広い分野で意見交換を行い、連携の方向性について

共同声明を公表した。また、脱炭素化に向けたシンガポー

ルの事情を踏まえつつ、アジアのエネルギー・トランジシ

ョンの加速化に向けて、トランジションファイナンスの在

り方も含め、低炭素技術に関する協力覚書に両大臣が署名

し、ＡＥＴＩの下での両国の連携に合意した。 

(D)日本・ベトナム関係 

2021 年 11 月、萩生田経済産業大臣は、訪日中のファン・

ミン・チン首相及びグエン・ホン・ジエン商工大臣と会談

を行い、両国間の経済関係を一層進化させることを確認し

た。ジエン商工大臣とは会談後に、「カーボンニュートラ

ルに向けたエネルギー・トランジション協力のための共同

声明」を発出し、二国間協力を更に強化していくことを確

認した。 

また、萩生田経済産業大臣は、ファン・ミン・チン首相

訪日に併せて開催された日越投資カンファレンス（日本貿

易振興機構とベトナム計画投資省の共催）に出席し、サプ

ライチェーン強靱化やカーボンニュートラルに向けた協

力を表明しつつ、来年の日越外交関係樹立 50 周年に向け、

今後の日越経済関係の発展を期待する旨述べた。また、フ

ァン・ミン・チン首相とともに、合計 45 件（総額 120 億
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ドル相当）の協力覚書交換式に立ち会った。 

(E)日本・ミャンマー関係 

2021 年８月、第５回日大・ハイレベル合同委員会が開催

され、長坂経済産業副大臣、ティーラユット工業省政務官、

アネーク高等教育・科学研究・イノベーション大臣が同席。

経済産業省、タイ工業省及びデジタル経済・社会省との間

で、Thailand 4.0 実現に貢献する「ＬＩＰＥ」の推進に向

けた協力に関する覚書、また、国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）とタイ国立科学

技術開発庁（ＮＳＴＤＡ）との間で、バイオ、サーキュラ

ー、グリーン(ＢＣＧ）分野における技術研究開発の協力

に関する覚書が締結された。 

2022 年１月、萩生田経済産業大臣は、プラユット首相を

表敬し、タイの「ＢＣＧ経済モデル」と日本の「グリーン

成長戦略」における協調や、両国の経済分野の協力におけ

る今後の方向性について意見交換した。また、スパッタナ

ポン副首相兼エネルギー大臣、ドーン副首相兼外務大臣、

アネーク高等教育・科学・研究・イノベーション大臣、ス

リヤ工業大臣とそれぞれ会談し、産業、通商、エネルギー

の各分野における協力関係の発展を確認した。スパッタナ

ポン副首相とは、日本の「アジア未来投資イニシアティブ」

にのっとり、イノベーティブで持続可能な経済社会の“共

創”に向けた未来投資に関する共同声明を発出するととも

に、タイの脱炭素に向けた協力を深化させる「エネルギー・

トランジション実現に関する協力覚書」に署名をした。ア

ネーク大臣、スリヤ大臣とは、ＢＣＧ分野における更なる

協力の可能性を追求するための枠組み文書を交換した。 

 

（７）日中韓関係 

2021 年 10 月 27 日、第 14 回日中韓文化コンテンツ産業

フォーラムがオンラインで開催された。このフォーラムは

コンテンツ政策や動向に関する継続的な情報交換及び各

国産業界間のビジネスチャンス創出を目的として、2002

年より開催されており、今回の会合では、ポストコロナ時

代における三国の文化コンテンツ産業の新たな発展方向

や直面する課題、発展を促進するために取り上げた新たな

施策及び三国間の協力に向けての展望について議論した。

また、日中韓の政府間による情報交換の促進、企業・業界

団体間の交流促進をはかる支援プラットフォームの構築、

プロジェクトとビジネス連携の奨励、デジタル文化コンテ

ンツ産業協同インキュベーション・メカニズムの構築支援

を行うことに合意した。 

2021年 11月 30日には第 21回日中韓特許庁長官会合が

オンライン形式で開催された。この会合は、日本国特許庁、

中国国家知識産権局、韓国特許庁が 2001 年より三カ国持

ち回りで開催しているものであり、今回の会合では、三庁

の口頭審理比較研究の取りまとめを確認する等、三庁間で

の協力について議論を行った。 

 さらには、「コロナの情勢に直面した日中韓の知財政策

と法律の最新の進捗状況について」をテーマとした日中韓

特許庁シンポジウムをオンライン形式で開催し、日中韓の

各庁担当者が講演を行った。 

 

４．２．米州関係 

（１）日本・アメリカ関係 

（ア）米国政権との協力 

新型コロナウイルスの影響が続く中でも日米関係は引

き続き緊密であり、2021 年４月から 2022 年３月にかけて

対面・オンライン形式合わせて計６回（４・８・10・11・

１・３月）の日米首脳会談が行われた。 

 2021 年４月には、菅総理（当時）が訪米し、両首脳の就

任後初となる対面での日米首脳会談が行われた。これはバ

イデン政権発足後初めての外国首脳の訪米でもあった。会

談後、両首脳は日米首脳共同声明「新たな時代における日

米グローバル・パートナーシップ」を発出し、自由民主主

義国家が協働することで、自由で開かれたルールに基づく

国際秩序への挑戦に対抗しつつ、新型コロナウイルス感染

症及び気候変動によるグローバルな脅威に対処していく

方針を示した。また、併せて日米が世界の「より良い回復」

をリードしていく観点から、「日米競争力・強靱性（コア）

パートナーシップ」（以下コアパートナーシップという）

に合意し、日米共通の優先分野であるデジタルや科学技術

の分野における競争力とイノベーションの推進、コロナ対

策、グリーン成長・気候変動などの分野での協力を推進し

ていくことでも一致した。 

 コアパートナーシップへの合意により、経済分野におけ

る日米連携をより深化させる機運がさらに高まった。日米

の経済分野での幅広い連携の深化・具体化に向けて、経産

省・商務省の閣僚級による日米商務・産業パートナーシッ

プ（Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership、
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以下ＪＵＣＩＰという）、経産省・外務省・ＵＳＴＲの局

長級による日米通商協力枠組み（Japan-U.S. Partnership 

on Trade）が、また、経済産業省・商務省に加えて外務省・

国務省も加えた４省庁の閣僚級による日米経済協議委員

会（Japan-U.S. Economic Policy Consultative Committee、

いわゆる経済版「２＋２」。以下経済版「２＋２」という）

という、３つの新たな経済協力枠組みが設立された。 

ＪＵＣＩＰは日米両国の産業競争力強化、サプライチェ

ーン強靱化、気候変動等のグローバル課題への対応、自由

で公正な経済秩序の維持に向けて、インド太平洋地域を含

む有志国とも協調しつつ両省間の協力を進めることを念

頭に、2021 年 11 月の萩生田経済産業大臣とレモンド商務

長官との会談において設立が発表され、2022 年４月には

オンラインでの第１回次官級会合が、同年５月には米国で

第１回閣僚級会合が開催された。 

日米通商協力枠組みは通商分野における日米共通のグ

ローバル・アジェンダやインド太平洋地域における協力及

び日米二国間の通商協力等に関する議論を行う枠組みと

して、11 月の萩生田経済産業大臣とタイ通商代表との会

談において設立が発表され、同年３月にオンラインでの第

１回会合が開催された。 

 経済版「２＋２」は、経済政策と外交・安全保障政策の

境界が希薄化している国際情勢に鑑み、日米両国が直面す

る課題について、外交当局も交えて戦略的・地政学的観点

から大局的に議論し、両国の経済協力を拡大・深化させる

ことを念頭に、2022 年１月の日米首脳会談において、両首

脳間で設立が合意された。同年５月には米国において第１

回の次官級会合が開催され、両国を取り巻く戦略的環境や

サプライチェーン強靭化などの経済安全保障の確保、国際

社会（インド太平洋地域を含む）におけるルールに基づく

国際秩序の強化等について意見交換したほか、経済版２＋

２が果たすべき役割について議論し、早期に閣僚級会合を

開くことに合意した。 

このように、2021 年度においては緊密な日米関係や国

際情勢を反映し、経済分野においても閣僚・事務レベル双

方での頻繁な協議・コミュニケーションが行われるのみな

らず、新たな枠組みの立ち上げやその活用に向けた活発な

議論が行われた。2022 年度においても、後述するような各

分野における更なる協調の進展と問題の解決が期待され

る。 

（イ）米国通商拡大法第 232 条への対応 

米国は、トランプ前大統領政権下において、鉄鋼・アル

ミを始めとした様々な製品に対する追加関税賦課を実施

してきたが、バイデン政権においても、鉄鋼業界からの追

加関税の継続を支持する声を背景に、当該措置は継続して

いる。 

具体的には、2021 年５月、米国はＥＵとの間で鉄鋼・ア

ルミに関する協議を開始し、同年 10 月、合意が発表され

た（米国は追加関税するが、ＥＵに非関税枠を設定し、Ｅ

Ｕは対抗関税を停止する、また、米ＥＵは「鉄鋼・アルミ

に関するグローバルアレンジメント（市場歪曲的措置への

対応や炭素排出での共同行動）」交渉開始を合意する等の

内容が含まれる）。 

こうした中、同年 11 月 15 日、萩生田経済産業大臣は、

レモンド米国商務長官と東京で会談を行い、通商拡大法第

232 条に基づく日本の鉄鋼・アルミ製品に対する追加関税

措置の問題の解決に向けた協議を開始することに合意し

た。これを踏まえ、日米間における交渉の結果、2022 年２

月８日、経済産業省は、米国商務省、米国通商代表部とと

もに、非市場的な慣行を背景とした過剰生産能力問題や炭

素強度に対応するため、鉄鋼及びアルミニウム産業に関す

る共同声明を発表した。そして、同日、米国は、232 条措

置に基づく鉄鋼製品への追加関税（25％）に関し、日本に

対して、125 万トンの非関税枠を設けることを発表し、同

年４月以降、日本の鉄鋼製品に対する非関税枠が適用され

ることとなった。 

なお、米国が鉄鋼・アルミ以外に行った通商拡大法第

232 条に基づく調査のうち 2021 年度にあった主な動きと

して、①変圧器、変圧器用薄板等について 2021 年２月に

商務長官から大統領への調査報告書を提出し、同年７月に

調査報告書を公表（国家安全保障の脅威ありとしたが、実

際の措置は発表せず）、②バナジウムについて 2020 年６月

に調査開始を発表し、2021 年７月に調査報告書を公表（国

家安全保障の脅威なし、実際の措置は発表せず）、③ネオ

ジム磁石について、2021 年６月に「サプライチェーン大統

領報告書」で調査の是非について提言し、９月調査開始（日

本は商務省が実施するパブリックコメントに対する政府

意見書を 11 月に提出済）が挙げられる。 

（ウ）日米貿易投資関係の更なる発展に向けた取組 

過去半世紀にわたり、日米両国の製造業は国境を超える
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サプライチェーンの深化を通じて競争力を涵養してきた。

財務省の統計によると、日本からの対米直接投資残高は

年々増加し、2021 年末では日本の対外直接投資残高全体

の約 33％に相当する 76.1 兆円に達した。また、米国商務

省の統計では日本の米国における対内直接投資残高は

2021 年末時点で 7,210 億ドル（最終的な実質所有者（Ｕ

ＢＯ: Ultimate Beneficial Owner）ベース）で、日本は

米国にとって国別で最大の投資元となっている。 

在米日系企業による米国内の雇用者数は 93.2 万人（世

界２位）であり、このうち製造業の雇用者数は 53.4 万人

（世界１位）である（2020 年・米国商務省統計）。 

日系企業は、全米各地で研究開発分野への投資を活発に

行い、イノベーションの源泉としてきた。同じく米国商務

省によると、日系企業による米国内での研究開発費は年

100 億ドルを超えており、これは、世界第２位である（2020

年）。 

こうした日系企業の活動を後押しするため、経済産業省

としては、ＪＥＴＲＯを通じて、①「ロードショウ」（全

米の州政府・経済開発公社を対象にしたウェビナーで日本

企業の米国経済への貢献を説明）開催、②州知事等への個

別アプローチ、③対米投資促進のためのセミナー開催、④

両国企業の現地でのマッチングイベント開催などに取り

組んでいるところであり、2021 年度は新型コロナウイル

ス感染症の影響で、ロードショウや、対米投資促進セミナ

ーをオンライン形式も活用しながら実施した。 

また、米国商務省が主催する投資イベントであるセレク

トＵＳＡサミット（2021 年はオンライン開催）などを活用

し、日米間の貿易投資を通じたつながりが両国経済に利益

をもたらすことを、積極的にＰＲしている。 

 

（２）日本・カナダ関係 

カナダでは、2021 年 10 月の下院総選挙の結果、トルド

ー党首率いる自由党は少数政権ながらも比較第一党の地

位を維持し、第三次トルドー内閣が成立した。第二次内閣

から引き続き、国連、Ｇ７、Ｇ２０、ＷＴＯ等の多国間の

枠組みを活用した多国間外交を展開しつつ、貿易関係の多

様化、気候変動に配慮したエネルギー開発等の課題に取り

組んでいる。 

日本とカナダは基本的価値を共有するＧ７のメンバー

かつアジア太平洋諸国の一員として良好な関係にある。カ

ナダ政府は近年、インド太平洋地域への関与を強めており、

2019 年４月に日加首脳間で「自由で開かれたインド太平

洋」の下で戦略的パートナーシップを強化していくことで

合意がなされたことを踏まえ、2021 年５月の日加外相会

談では、「自由で開かれたインド太平洋」実現に向けた両

国の６つの優先協力分野を発表した。 

2021 年度は、計３回（2021 年６月、2022 年２月、同３

月）、日加首脳会談が行われた。会談では、上記優先協力

６分野に関して今後両国が具体的で力強い協力・連携を更

に進めていくことで一致するとともに、エネルギー、資源、

気候変動等の分野においても連携していくこと等を確認

した。 

2021 年度以外のものを含むが、萩生田経済産業大臣（当

時）はウィルキンソン天然資源大臣（2022 年３月）、イン

国際貿易大臣（同５月）、シャンパーニュ革新・科学・産

業大臣（同７月）とそれぞれ会談し、ＣＰＴＰＰやＷＴＯ

改革における連携、ＬＮＧ含むエネルギー安全保障の強化、

デジタル・自動車・技術協力等の分野における経済協力等

について幅広く意見交換を行い、戦略的パートナーである

両国の連携を一層強化していくことを確認した。 

 

（３）日本・中南米関係 

中南米地域は、６億人超の人口を擁し、巨大な消費市場

や中間所得層も多く、日本の高付加価値製品の輸出先とし

て魅力的であるとともに、労働生産人口も比較的若く、ま

た安価な労働力を活用した生産拠点としての役割も担う。

2020 年７月、ＵＳＭＣＡが発効されたことにより、北米の

生産・調達ネットワークの結びつきが強化され、米国市場

を見据えてメキシコへの投資も散見される。 

 また、中南米地域は気候変動対策やデジタル関連産業の

基盤を支えるリチウム、銅等の重要鉱物の主要供給源であ

るとともに、大豆、とうもろこし、鶏肉を始めとする食糧

資源の供給源として、エネルギー、食糧及び経済安全保障

の観点からも我が国にとって重要な地域であるとともに、

日本企業の潜在的な参入先、進出先としても有望な地域で

もある。 

（ア）日本・メキシコ関係 

ロペス・オブラドール大統領率いる現政権は、メキシコ

における第４次変革の取組として、汚職撲滅、格差是正、

治安改善等を中心とする主要政策の発表により、国民から
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の高い支持を得ている。経済政策は、大規模なインフラ開

発やエネルギーナショナリズムの復権等に注力。また、移

民問題やＵＳＭＣＡの解釈を始めとする対米関係に課題

を抱えており、今後の対応が注目されている。 

二国間経済関係では、2022 年２月にオンラインにて日

墨ＥＰＡに基づくビジネス環境整備委員会が開催された。

同委員会では日メキシコＥＰＡの諸課題及び両国の通商

上の関心事項等について意見交換を実施した。 

 2021 年８月には広瀬経済産業審議官とプリーア駐日メ

キシコ大使が二国間関係について意見交換を行い、2021

年 10 月、12 月及び 2022 年２月には広瀬経済産業審議官

とデ・ラ・モラ・メキシコ経済省次官が対面またはオンラ

インにて進出日系企業のビジネス環境整備等について意

見交換を行った。 

（イ）日本・ブラジル関係 

ボルソナーロ政権が誕生して以来、かつてないほどの頻

度でトップ会談が実現するなど、日本とブラジルは政治レ

ベルで良好な関係を構築している。 

二国間の要人往来では、2021 年５月にサボイア駐日ブ

ラジル大使が佐藤経済産業大臣政務官を表敬し、両国にお

ける経済関係の強化について意見交換を行った。 

脱炭素への取組という観点から、ブラジル鉱山エネルギ

ー省、ＩＮＭＥＴＲＯ（国家度量衡・規格・工業品質院）

等との間で、エアコンの省エネ基準の改善・試験評価方法、

産業分野における省エネ目標設定による省エネ、建築物分

野における省エネ等に関する人材育成事業を、省エネセン

ター（ＥＣＣＪ）及びＡＯＴＳ（一般財団法人海外産業人

材育成協会）を通じて実施した。また、2021 年７月に開催

された日本・ブラジルエネルギービジネスダイアローグに

江島経済産業副大臣が出席して挨拶を行い、日本における

脱炭素化の動きやバイオエネルギー政策について述べた。 

更に、ブラジルには多くの日本企業が進出しているとこ

ろ、ブラジル産業財産庁の特許審査の迅速化が課題になっ

ている。そのため、相手国の特許審査結果を活用し審査を

迅速化する特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）を 2017 年より

試行的に開始していた。これまでブラジルへのＰＰＨ申請

は、一出願人あたり１ヶ月１件に制限されていたところ、

現在は週１件の申請が可能となっている。 

（ウ）日本・アルゼンチン関係 

フェルナンデス大統領は、政策方針として、債務返済、

為替の安定、金融市場への復帰、インフレ抑制を掲げ、経

済の立て直しを図っている。 

2019 年に日本アルゼンチン間で、水素に関する協力覚

書を締結しているところ、アルゼンチン戦略庁が 2021 年

５月に開催した水素開発に関する国家戦略に向けたセミ

ナーにおいて、山中通商戦略担当審議官が日本政府の水

素・アンモニアの取組についてビデオメッセージを発信。

また、2021 年 10 月に経済産業省が主催した水素閣僚会議

2021 において、マルティン・グスマン経済大臣がアルゼン

チンにおける水素の現状等について講演するなど、両国の

水素に関する協力が進展した。 

（エ）日本・チリ関係 

2022 年３月に発足したボリッチ政権は、新自由主義政

策の修正を掲げ、年金・保険制度改革や富裕層への課税強

化等社会格差の是正を重視している。また、2021 年７月制

憲議会が発足し、新憲法制定へ向けたプロセスが進行して

いる。 

二国間の要人往来については、2021 年 11 月、細田経済

産業副大臣が、訪日したジョベット・エネルギー大臣兼鉱

業大臣と会談し、両国における経済関係の強化、水素協力

の可能性等について意見交換を行った。なお、ジョベット・

エネルギー大臣兼鉱業大臣は、2021 年 10 月に経済産業省

が主催した水素閣僚会議 2021 に出席しており、チリにお

ける水素の現状等について講演を行った。 

（オ）日本・コロンビア関係 

ドゥケ政権は、治安・汚職対策、格差是正、投資促進の

ための税制改革及びオレンジ経済（クリエイティブ産業）

の推進を優先的に取り組んでおり、オレンジ経済協力の一

環として、2021 年６月、ゲーム業界セミナーをオンライン

にて開催し、両国のゲーム業界団体等が市場概況について

意見交換を行った。 

2021 年度の要人会談については、2021 年６ 月田中経

済産業審議官、同年 11 月広瀬経済産業審議官、2022 年３

月細田経済産業副大臣がパルド在京コロンビア大使の表

敬を受け、二国間経済協力について意見交換を行った。 

また、二国間経済関係では、2021 年 12 月、日本コロン

ビア貿易投資合同委員会準備会合をオンラインにて開催

し、ビジネス環境改善や貿易投資促進を目的とする「貿易

投資合同委員会」の設置に向けた準備として、両国のビジ

ネス環境について意見交換を実施した。 
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４．３．欧州・ロシア関係 

（１）日本・欧州関係 

欧州連合（ＥＵ）は、27 か国が加盟、人口約４億５千万

人、ＧＤＰは世界全体の２割近くを占める政治・経済統合

体である。ＥＵは、域外に対する統一的な通商政策を実施

する世界最大の単一市場であり、単一通貨のユーロには、

19 か国が参加している。我が国とＥＵは、民主主義や人

権、法の支配といった基本的価値観を共有する戦略的パー

トナーである。 

ＥＵとの間で、良好な経済関係を維持することは、日欧

双方及び世界経済の発展のために不可欠であり、2019 年

２月に発効した日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ：Economic 

Partnership Agreement）を通じた日欧経済関係の強化や

グローバルな課題に対する日欧共同での取組は、近年、更

に重要となっている。 

2021 年５月には、菅総理とミシェル欧州理事会議長及

びフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長との間で、日

ＥＵ定期首脳協議をテレビ会議で行い、自由で開かれたイ

ンド太平洋、気候変動対策、ワクチン供給を含むグローバ

ルな課題、日ＥＵ関係及び中国など地域情勢について意見

交換を行い、共同声明及び日ＥＵで気候変動対策、環境対

策への取組を加速するために「日ＥＵグリーン・アライア

ンス」の立ち上げを発表、ＥＰＡの一層有効な活用、戦略

的パートナーシップ協定（ＳＰＡ：Strategic Partnership 

Agreement）の下での協力、ＷＴＯ改革やデジタルを始め

とする幅広い分野について意見交換を行い、日ＥＵ間の連

携を確認した。 

（ア）日ＥＵ間の通商政策・産業政策に関する対話・協力

の仕組み 

(A)日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル（ＢＲＴ） 

日・ＥＵの双方の主な民間企業のＣＥＯが参加する日Ｅ

Ｕ産業界の対話・両政府への政策提言の場として、1999 年

に日ＥＵ・ＢＲＴが設置された。2021 年 11 月に第 23 回

会合を、経産省からは岩田経済産業大臣政務官、広瀬経済

産業審議官がオンライン参加しつつ、東京とブリュッセル

の会場をオンラインでつなぎ、開催した。本会合では岩田

経済産業大臣政務官から、日ＥＵ・ＥＰＡやＷＴＯにおけ

るデータ流通のルール作り、日ＥＵグリーン・アライアン

スによる、気候変動分野で国際社会のリード、また、「自

由で開かれたインド太平洋」の実現のため、パートナーと

してのＥＵとのより緊密な連携等について述べた。また、

ブリュッセルの会場ではブルトン欧州委員がＥＵを代表

し、日ＥＵ産業界からの提言書を受け取った。 

(B)日ＥＵハイレベル産業・貿易・経済対話 

 2018年７月の第25回日ＥＵ定期首脳協議における両首

脳共同声明において、日ＥＵハイレベル産業・貿易・経済

対話を設立すること及びその第一回会合を 2018 年末まで

に開催するとの決定がなされた。これを受け、同 10 月に、

世耕経済産業大臣及び河野外務大臣を日本側共同議長、カ

タイネン欧州委員会副委員長をＥＵ側議長として、第一回

会合を東京で開催。国際貿易における課題、エネルギー・

環境・気候変動に関連した経済の転換、国際的な投資と連

結性に関するイニシアティブ、デジタル経済の４分野に特

に焦点を当て、議論を実施。 

(C)日ＥＵ産業政策対話 

日ＥＵ間の産業政策やビジネス環境整備推進等に関す

る意見交換、及び、産業協力の進展のレビューを目的に、

「日ＥＵ産業政策対話」を開催している。本会合の下、個

別の政策課題に関して、ワーキンググループを設置し、議

論を実施している。化学ＷＧ、基準・認証ＷＧ、気候変動・

環境ＷＧ、自動車ＷＧ、ロボットＷＧの５つのＷＧが活動

しており、2021 年度は化学ＷＧ、基準・認証ＷＧ、ロボッ

トＷＧの３つのＷＧが開催され、日ＥＵ双方の政策の最新

動向を紹介し、日ＥＵの協力の可能性について議論が行わ

れ、2021年５月には、第23回会合をオンラインで開催し、

産業政策、グリーン成長、サプライチェーン強靭化、第三

国協力および日欧産業協力センターの活動報告のほか、５

つのワーキンググループの進捗状況等の報告等を実施し

た。 

(D)日ＥＵ経済連携協定 

2019 年２月に発効した本協定の下で、2022 年３月に林

外務大臣、ドムブロウスキス欧州委員会上級副委員長兼貿

易担当欧州委員を共同議長として、第３回合同委員会がテ

レビ会議形式で開催され、日ＥＵ・ＥＰＡの適正かつ効果

的な運用を確保するための議論を実施した。また日ＥＵ・

ＥＰＡのデータの自由な流通に関する協議を継続する意

向を確認し、ＷＴＯ改革等、国際社会が直面する諸課題に

対する今後の日ＥＵ間協力の在り方等に関して意見交換

を実施した。また、事務レベルにおいても 12 分野の専門

委員会・作業部会が開催された。 
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(E)日欧産業協力センター 

1986 年に開催された日ＥＣ閣僚会合における通商産業

省（当時）と欧州委員会との合意に基づき日欧産業協力セ

ンターが設立され、1987 年より事業を開始した。日本とＥ

Ｕの貿易・投資活性化、経済関係の緊密化を目指し、日Ｅ

Ｕにおける産業協力を促進するため、以下の事業を実施し

ている。 

(a)セミナー事業 

日ＥＵの経済連携の深化に向けて、日・ＥＵ双方が関

心を有する個別政策分野ごとにセミナーを実施。 

(b)日ＥＵビジネス・ラウンド・テーブル事務局業務 

2021 年 11 月、第 23 回日ＥＵ・ＢＲＴ会合をオンラ

イン形式で開催し、本会合の事務局を担当。 

(c)研修生派遣事業（Vulcanus Program） 

日ＥＵ間の人的交流の活発化を通じて産業協力を推

進すべく、理工系の学部学生・大学院生を相互に派遣し、

企業において研修を実施。1996 年度の事業開始以来、

ＥＵ諸国へ派遣した学生数は計 453 名に達している。 

(d)政府調達市場透明性向上事業 

我が国政府調達市場の透明性向上に資する事業とし

て、地方自治体等の調達情報を中小企業庁の官公需ポ

ータルサイトを通じて、英語で提供した。 

（イ）日欧二国間関係 

日欧二国間では、ＥＵ主要国を含む各国との閣僚レベル

での往来や、事務レベルでの定期協議等を通じて、関係の

強化を図っている。 

(A)日仏関係 

2021 年７月 24 日、東京オリンピック・パラリンピック

競技大会に合わせて訪日したマクロン大統領は、菅総理と

会談し、共同声明を発表した。 

2021 年 10 月、イノベーション・スタートアップに関す

る次世代型展示会 CEATEC2021 が開催され、ＪＥＴＲＯが

出展や特セッションに登壇した。 

2022 年１月に第６回外務・防衛閣僚会合（２＋２）を実

施、サプライチェーンの強靭化やサイバーや重要・新興技

術に関する協力、インド太平洋協力の推進等を確認。 

2022 年上半期はフランスがＥＵ議長国に就任し、ロシ

アによるウクライナ侵略等国際情勢が大きく動くなか、日

ＥＵでの協力強化を推進した。 

(B)日独関係 

2021 年 12 月４日に、岸田総理とショルツ・ドイツ連邦

共和国首相で電話会談を実施した。両首脳は、日独交流

160 周年を迎える本年、日独情報保護協定の締結、日独外

務・防衛閣僚会合（「２＋２」）の初開催や、フリゲート艦

「バイエルン」の日本寄港など、両国の安全保障・防衛協

力が深化したことを歓迎し、引き続き協力を深めていくこ

とで一致した。 

2021 年 12 月 16 日、日本貿易振興機構（ジェトロ）と

ドイツ貿易・投資振興機関（ＧＴＡＩ）は、日独政府及び

産業支援団体と協力し、気候変動問題、少子高齢化、新型

コロナウイルス、ＳＤＧｓを始めとする地球規模の課題解

決のため、日独双方向更には地域を越えたイノベーション

を促進する「日独イノベーション・イニシアチブ 160」の

発足に合意。ベルリンで行われたキックオフセミナーに、

吉川経済産業省大臣政務官がビデオメッセージにて参加

した。 

2022 年２月 22 日に、岸田総理とショルツ・ドイツ連邦

共和国首相で電話会談を実施。両首脳は、緊迫するウクラ

イナ情勢の中、2022 年、2023 年Ｇ７議長国を務めるドイ

ツと日本で緊密に連携していくことで一致した。 

2022 年３月２日、岸田首相とシュタンマイヤードイツ

連邦共和国大統領と電話会談を実施。双方は、ウクライナ

情勢につき意見交換を行い、ロシアによるウクライナ侵略

を厳しく非難。また、総理大臣と大統領という立場で、「核

兵器のない世界」に向けた取組やインド太平洋における協

力始め国際場裏での協力や安全保障分野を含む日独関係

の更なる進展に向けて協力していくことを確認した。 

(C)日英関係 

2021 年５月 28 日、菅総理大臣とジョンソン英国首相と

の間で電話会談を実施し、2050 年のカーボンニュートラ

ルに向け、Ｇ７が団結して国際社会を主導し、世界の脱炭

素化達成に向けて連携していくことで一致した。 

同年 10 月 13 日、岸田総理大臣とジョンソン英国首相と

の間で電話会談を実施し、日英ＥＰＡの着実な履行を通じ、

両国の貿易・投資の更なる促進に繋げていくことを確認す

るとともに、英国のＴＰＰ11 加入交渉について意見交換

を実施した。 

同年 11 月２日、岸田総理は国連気候変動枠組条約第 26

回締約国会議（ＣＯＰ26）に出席のため訪英中、ジョンソ

ン首相と首脳会談を実施した。両首脳は日系企業の対英投
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資や日英企業間での様々な協力を歓迎しつつ、両国に経済

関係強化に向けて更に協力していくことで一致した。 

2022 年２月 16 日、岸田総理はジョンソン英国首相と電

話会談を実施し、ウクライナ情勢について、重大な懸念を

持って注視するとともに、ウクライナの主権及び領土の一

体性に対する一貫した支持を確認し、力による一方的な現

状変更は断じて認められないこと、緊張緩和に向けて外交

努力を続け、引き続き緊密に連携していくことで一致した。 

同年２月 24 日、林外務大臣は、トレビリアン英国国際

貿易大臣との間で、日英包括的経済連携協定（日英ＥＰＡ）

に基づき設置された合同委員会の第１回会合を開催し、日

英ＥＰＡの運用状況の確認や、日英間の貿易を一層促進す

るための今後の取組などに関する議論を実施した。また、

日英ＥＰＡの規定に従って、合同委員会の手続き規則を採

択した。 

同年３月 24 日、岸田総理はＧ７首脳会合のためベルギ

ー訪問中にジョンソン首相と会談を行い、ロシアによるウ

クライナ侵略は、欧州にとどまらず、アジアを含む国際秩

序の根幹を揺るがす深刻な事態であるとの認識を共有し

た。 

(D)ウクライナ関係 

2022 年２月 24 日にロシアがウクライナ侵略を開始し

た。日本政府として、Ｇ７等国際社会と連携し、ロシアへ

の制裁措置のほかウクライナ国民への支援を実施した。 

 

（２）日本・ロシア・中央アジア・コーカサス関係 

（ア）日本・ロシア関係 

2021 年９月、梶山経済産業大臣兼ロシア経済分野協力

担当大臣は、シュリギノフ露エネルギー大臣とのＴＶ 会

談を実施した。炭化水素、省エネ・新エネ、原子力の既存

の協力分野に加え、水素、アンモニア、ＣＣＵＳ/カーボ

ンリサイクルに関する協力を新たに進めていくことで合

意した。「持続可能なエネルギー協力に関する日露共同声

明」へ署名を行った。 

2022 年２月 24 日、ロシアによるウクライナへの侵略が

開始されたことを受け、萩生田経済産業大臣を本部長とす

るウクライナ情勢に関する省内対策本部会議を開催し、ウ

クライナに進出する日系企業の事業活動への影響把握と

安全確保、エネルギーの安定供給の確保、影響を受ける日

本企業の事業活動の支援、Ｇ７を始めとする国際社会と連

携し、貿易管理に関する制裁措置を講じることとした。 

影響を受ける日本企業の事業活動の支援については、日

本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）や日本貿易保険（ＮＥＸＩ）

に相談窓口を設置するとともに、ＮＥＸＩ には迅速な保

険金支払などに対応するよう指示した。また、中小企業に

対する支援として、政府系金融機関、中小企業団体等に特

別相談窓口を設置するとともに、日本政策金融公庫等によ

るセーフティネット貸付の運用緩和および金利引下げや、

官民金融機関等に対して資金繰りに関する配慮要請を行

うほか、原材料やエネルギーのコスト上昇に対応するため、

業界団体を通じて、価格転嫁について配慮することを親事

業者に対して要請した。 

また、Ｇ７を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシ

ア及びベラルーシに対して関係省庁において制裁措置を

講じるべく、経済産業省からは以下の措置を発表した。 

２月 23 日に、①両「共和国」の関係者の査証発給停止

及び資産凍結、②いわゆる２つの共和国との輸出入の禁止

措置の導入、③ロシア政府による新たなソブリン債の日本

における発行・流通の禁止等を講じた。 

２月 25 日に、①資産凍結と査証発給停止によるロシア

の個人、団体などへの制裁、②ロシアの金融機関を対象と

する資産凍結といった金融分野での制裁、③ロシアの軍事

関連団体に対する輸出、国際的な合意に基づく規制リスト

品目や半導体など汎用品のロシア向け輸出に関する制裁

を導入した。 

２月 27 日、①プーチン大統領を含むロシア政府関係者

等に対して資産凍結等の制裁措置の実施、②ＳＷＩＦＴ

（国際銀行間通信協会）からのロシアの特定銀行の排除を

始め、ロシアを国際金融システムや世界経済から隔離させ

るための措置を講じることとする欧米諸国による声明・取

組へ参加した。 

２月 28 日、①ロシア中央銀行との取引を制限する制裁

措置、②ルカシェンコ・ベラルーシ大統領を始めとする個

人、団体への制裁措置や輸出管理措置など、ベラルーシに

対する制裁を講じた。 

３月３日、①ロシアの財閥であるオリガルヒなどの資産

凍結、②ＳＷＩＦＴからロシアの７つの銀行を排除するた

めに必要な国内措置、③国際合意リスト品目や半導体など

汎用品の輸出管理を強化した。 

３月 16 日、①ロシアに対する貿易優遇措置である最恵
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国待遇の撤回、②輸出入管理の更なる強化（ロシア向けの

ぜいたく品の輸出禁止を行うとともに、ロシアからの一部

物品の輸入を禁止）、③ＩＭＦ（国際通貨基金）、世界銀

行、欧州復興開発銀行を含む主要な多国間金融機関からロ

シアが融資を受けることを防ぐよう、Ｇ７での連携した取

組、④プーチン大統領に近いエリート層や財閥、オリガル

ヒなどに対する資産凍結の対象の範囲の更なる拡大、⑤デ

ジタル資産などを用いたロシアによる制裁回避に対応す

るため、 暗号資産交換業者などの協力を得て、金融面で

の制裁を更に強化した。 

３月 24 日、①輸出禁止対象に 81 の軍事関連団体を追

加、②多数のオリガルヒやその家族等を制裁対象に追加、

③ぜいたく品の輸出禁止措置を導入した。 

（イ）日本と中央アジア・コーカサス諸国との関係 

日本と中央アジア・コーカサス各国は、貿易・投資環境

整備や経済交流の活性化を図るため、経済会議の開催など

二国間の経済対話を実施している。2021 年度中の日本と

中央アジア・コーカサス各国との主な取組は、以下のとお

りである。 

ウズベキスタンについては、2022 年３月に石井経済産

業副大臣は、ウズベキスタン共和国のアブドゥラフモノフ

駐日大使と会談し、両国の経済関係について意見交換を行

った。 

トルクメニスタンについては、江島経済産業副大臣がベ

ルディムハメドフ副首相と 2021 年６月に二国間の経済案

件についてＴＶ会談、同年７月に会談を行い、両国間の経

済関係・交流を深化させていくことを確認した。また、９

月に現地へ赴き、日本企業も建設に参画したチャルジェ

ウ・ガス火力発電所開所式に出席し、両国の経済関係の強

化について祝辞を述べたほか、ベルディムハメドフ大統領

と意見交換を行った。2022 年３月には細田経済産業副大

臣がエリャソフ駐日大使と会談し引き続き、両国間の経済

関係・交流を深化させていくことを確認した。 

 

４．４．中東・アフリカ諸国関係 

（１）中東・北アフリカ地域 

（ア）総論 

中東地域は、我が国にとってエネルギー安全保障上最も

重要な地域である。石油依存度の高い中東諸国において課

題となっている産業多角化や貿易・投資環境改善への支援

を通じ、同地域との経済関係の強化・市場の拡大と、同地

域の安定確保を目指す。また、要人往来の機会を捉えなが

ら、更なるエネルギー安全保障の確保に向けた働きかけを

進めていく。 

（イ）二国間関係サウジアラビア王国については、2017

年３月に日サ両国首脳間で合意した「日・サウジ・ビジョ

ン 2030」のもと二国間協力を推進している。2017 年の取

組開始時には 31 から始まった協力プロジェクトの数は、

2020年12月に実施した第５回「日・サウジ・ビジョン2030」

閣僚会合の時点で 80 まで増加し、参画する省庁・機関の

数も 41 から 73 に増加した。同ビジョンの下では、日サウ

ジ間の伝統的な協力分野であるエネルギー協力に留まら

ず、広範な分野での協力が進展している。2021 年 10 月に

は、日本 e スポーツ連合（ＪｅＳＵ）がサウジからの選

手団を招いて『日本・サウジアラビア e スポーツマッチ』

をサウジアラビア eスポーツ連盟と共催した。また、2022

年１月には、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）がＰＩＦ（サウジ

アラビア公共投資基金）との間で、同ビジョンの推進、サ

ウジアラビアにおけるエネルギー・トランジション及び脱

炭素化の促進及び本邦企業のサウジアラビアにおけるビ

ジネス機会の拡大に係る協力覚書が締結された。 

2021年 11月及び 2022年３月、萩生田経済産業大臣は、

アブドルアジーズ・エネルギー大臣との間でＴＶ会談を実

施し、日本とサウジの二国間関係を強化していくことを確

認した。 

アラブ首長国連邦（以下、ＵＡＥ）については、2021 年

７月、梶山経済産業大臣がジャーベル・アブダビ国営石油

会社（ＡＤＮＯＣ）ＣＥＯ兼産業・先端技術大臣との間で

ＴＶ会談を行い、水素・アンモニア分野における両国間の

協力及びアジアの多様かつ現実的なエネルギー・トランジ

ションに向けた協力について意見交換した。会談後、両大

臣立会いの下、株式会社ＩＮＰＥＸ、株式会社ＪＥＲＡ、

ＪＯＧＭＥＣ、ＡＤＮＯＣ間の燃料アンモニアに関する共

同調査契約の署名式が行われた。また、2022 年２月には萩

生田経済産業大臣がジャーベル大臣とＴＶ会談を行い、国

際原油市場の安定化に向けた働きかけを行うとともに、両

国間のエネルギー協力やカーボンニュートラルの実現に

向けた連携について議論するとともに、エネルギー分野に

とどまらず、先端技術やイノベーションの促進などの新た

な分野においても二国間協力を深化させることの重要性
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を確認した。 

2021 年 10 月には、萩生田経済産業大臣はマズルーイ・

エネルギー・インフラ大臣とＴＶ会談を行い、日本への原

油の安定供給に対する謝意を伝達するとともに、昨今の原

油価格の上昇を受け、増産を含め十分な原油供給を通じた、

国際原油市場の安定化に向けた働きかけを行った。 

2022 年２月、第８回日本アブダビ経済協議会（ＡＤＪＥ

Ｃ）がオンラインで開催され、細田経済産業副大臣よりビ

デオメッセージにて両国間の関係強化につき発言した。同

協議会では、両国政府関係者等より新しいビジネス環境に

おけるビジネス機会の創出や、カーボンニュートラルに向

けた取組について紹介がなされた。 

2021 年 10 月、中東・アフリカ地域で初となるドバイ国

際博覧会が開幕された。我が国は「Where ideas meet」(ア

イディアの出会い)をテーマに日本館を出展した。同 12 月

のジャパンデーでは、若宮万博担当大臣よりビデオメッセ

ージを上映、ドバイ万博成功への祝意と 2025 年大阪・関

西万博に対するＵＡＥ参加表明への謝意を伝えた。2022

年３月、ドバイ万博は半年間の会期を終えて閉幕した。若

宮万博担当大臣は、ドバイに二度渡航し、万博会場の視察

の他、ハムダーン・ドバイ首長国皇太子との会談及び各国

への参加招請活動を実施。閉幕式ではＵＡＥからＢＩＥ

（国際博覧会事務局） を介し、次期開催国としてＢＩＥ

旗を受け取った。 

イスラエル国については、2017 年に日本とイスラエル

双方の官民が連携し、両国間の経済関係をより強化するた

め設立したプラットフォーム「日・イスラエル・イノベー

ションネットワーク（ＪＩＩＮ）」を通じて、ビジネスマ

ッチング等の支援が実施されている。2021 年度は、2021

年３月に開催した第３回ＪＩＩＮ総会において日本とイ

スラエルのイノベーション協力の今後の方向性の一つに

位置付けた「イノベーション協力の地方、中堅中小企業へ

の拡大」を実現すべく、12 月に北海道、２月に近畿地方を

対象としてＪＩＩＮセミナーを開催した。また、2020 年９

月にイスラエルとＵＡＥの国交が正常化したことを契機

に両国間の経済協力が進展していることを踏まえ、日本を

含めた３カ国によるイノベーション連携推進のきっかけ

とすべく、2022 年１月にＪＩＩＮ協力の下で「ＵＡＥ-

Japan-Israel イノベーション・ビジネスフォーラム」を

３カ国政府（ＵＡＥ経済省、イスラエル経済産業省、及び

経済産業省）による共催イベントとして初めてオンライン

で開催した。萩生田経済産業大臣からは、「世界のイノベ

ーションハブを目指すＵＡＥ、イノベーション大国のイス

ラエル、優れたものづくりの技術や世界の市場につながる

ネットワークを持つ日本が連携すれば、世界をリードして

いく技術・ソリューションを生み出すことが可能」と期待

が示された。 

トルコ共和国については、2022 年３月、（一財）中東協

力センター（ＪＣＣＭＥ）がトルコのエネルギー天然資源

省と共催で、日本とトルコのエネルギー分野における協力

の可能性やビジネス機会を探る目的でワークショップを

オンラインで開催した。資源エネルギー庁、両国大使館か

らの挨拶の後、国際協力銀行(ＪＢＩＣ)と国際協力機構

(ＪＩＣＡ)がカーボンニュートラルやエネルギー・トラン

ジッションへの支援策を説明、トルコエネルギー天然資源

省がトルコのエネルギー情勢や政策を紹介、日本企業より

水素・アンモニアの生産やサプライチェーン構築、ＣＣＵ

Ｓなどについて技術紹介を行った。 

イラク共和国については、2021 年９月に「持続可能なエ

ネルギー、グリーン成長とイラク」をテーマとしたビジネ

スセミナーをＪＣＣＭＥと共催でオンライン開催した。両

政府から江島経済産業副大臣、ハイラッラー外務筆頭副大

臣、鈴木在イラク大使から挨拶を行った他、イラク側は電

力省、石油省、国家投資委員会が、日本側は資源エネルギ

ー庁、日本貿易保険（ＮＥＸＩ）が登壇し、脱炭素に関す

る計画や、アジア地域のエネルギー・トランジッションに

向けた取組、及びグリーン分野への支援策等について説明

を行った。カタール国については、2020 年 10 月に開催さ

れたＬＮＧ産消会議 2020 の機会を捉え、アルカービ・エ

ネルギー担当国務大臣と梶山大臣のオンライン会談を実

施。我が国へのＬＮＧの安定供給を始めとする経済関係強

化に向けた意見交換を行った。 

 

（２）サブサハラ・アフリカ 

アフリカは、若年層を中心に約 13 億人を超える人口を

抱え、電力・運輸・港湾等のインフラ需要は引き続き大き

い。かつて資源・インフラを中心としていたアフリカビジ

ネスは、各国の産業開発や、医療ニーズ・食糧ニーズの増

加、電子商取引の普及などを通じて多様化しつつある。我

が国は、質の高いインフラ整備の推進、投資協定や租税条
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約の締結促進などとともに、ＴＩＣＡＤや日アフリカ官民

経済フォーラムなどの官民が一体となった対話の場を活

用し、アフリカに加え第三国や国際機関との協力を強化す

ることを通じて、日本企業のアフリカ進出を支援していく

とともに、進出した企業のアフリカにおける円滑な業務遂

行をサポートする。 

アフリカビジネス協議会は、2018 年３月以降、約 30 社

の民間企業が参加した「ＴＩＣＡＤ７官民円卓会議」での

議論及び、2019 年４月に安倍総理に提出された「ＴＩＣＡ

Ｄ７官民円卓会議民間からの提言書」を踏まえて、2019 年

６月に発足したものであり、官民の参加者間でアフリカビ

ジネスに係る情報共有と意見交換を行い、関係省庁・政府

機関による支援策の検討・実施・見直し等を推進している。

具体的には、①アフリカ政府・企業とのネットワーキング・

マッチング機会の提供、②アフリカ各国のビジネス環境改

善の促進、③各省庁・機関横断による個別ビジネスの支援

などを目標として掲げている。 

アフリカビジネス協議会には、経済産業省、外務省、日

本経済団体連合会、経済同友会を始め、約 350（2022 年８

月時点）の企業・団体・官公庁・国際機関が所属しており、

中堅中小企業、農業、ヘルスケアなどをテーマとしたワー

キング・グループ（ＷＧ）が発足し、現地経済団体・企業

との関係構築・マッチングや調査ミッションなどを実施す

る。特に経済産業省が主宰する中堅中小ＷＧは、2021 年５

月、７月、９月、11 月、2022 年３月に実施し、アフリカ

ビジネス進出企業の取組や公的機関による支援メニュー

等を紹介した。 

 

ビジネス環境改善については、2019 年に発足が決定し

た、エジプト、ガーナ、ケニア、コートジボワール、セネ

ガル、ナイジェリア、南アフリカの７か国の政府と現地大

使館による「二国間ビジネス環境改善委員会」が、エジプ

トにて 2021 年８月に第１回会合が開催されている。協議

会もこれらの二国間委員会と連携して、アフリカ主要国の

ビジネス環境に係る情報提供などを推進していく。 

2016 年８月にケニア・ナイロビで開催された第六回ア

フリカ開発会議（ＴＩＣＡＤＶＩ）において安倍総理大臣

より表明された「日アフリカ官民経済フォーラム」につい

て、第二回会合の分科会が 2021 年 12 月７日・８日に、

オンラインで開催された。５つのテーマ（Innovation、 

Integration、Industrialization、 Green & Digital 

Infrastructure、Finance）について、50 名以上の登壇者

が日本企業のアフリカビジネス拡大に向けた活気ある議

論を実施した。また、この機会に、15 本の協力覚書/パー

ナーシップを紹介し、日本とアフリカの官民双方含む多様

な企業・組織間において、ファイナンス、人材育成、ヘル

スケア、エネルギー等幅広い分野で協力が確認された。 

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）は、デジタルツールを

活用し、オンライン商談会を 2021 年度は計６回開催した

（医療機器（2021 年６月）、環境機械（2021 年６～７月）、

農業資機材（2021 年７～８月）、総合（2021 年９～10 月）、

Japan Street 活用（2021 年 11 月）、仏語圏（2022 年３

月））。これら商談会を通じ、アフリカ側からは約 56 社参

加、日本側は約 191 社参加し、個別商談を、オンラインツ

ールを活用して実施した。また、2021 年６月には「アフリ

カビジネスデスク」を開設し、アフリカを目指す日本企業

を対象に、市場・制度・生活環境実態、パートナー候補リ

ストなどの情報提供から商談後のフォローアップまで一

貫支援のサービスを開始した。 

 

５．独立行政法人日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ) 

（１）組織 

独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）は、2003

年 10 月、独立行政法人日本貿易振興機構法に基づき、前

身の日本貿易振興会を引き継いで設立された独立行政法

人である。我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ

効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこ

れに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研

究並びにその成果の普及を行い、これらの地域との貿易の

拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的としてい

る。これらの役割を果たすため、国内外のネットワークや

海外ビジネス支援に精通した人材の厚み等を最大限に活

かしながら、対日直接投資やスタートアップの海外展開等

を通じたイノベーション創出支援、農林水産物・食品の輸

出促進、中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援、

我が国企業活動や通商政策等への貢献に資する事業を実

施している。 

（２）実施事業 

（ア）対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じ
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たイノベーション創出支援 

新型コロナウイルス感染症による入国制限を受け、対日

投資プロジェクトの具体化や実行が進まない状況が続く

中で、多言語化や２クリックで必要な情報に辿り着けるよ

うにするなど対日投資ウェブサイトを全面改修し、対日投

資に対する関心喚起を図ったほか、関心企業が遠隔で士業

専門家等の助言を受けられる体制を構築した。加えて、緊

急性の高い外国企業の入国を個別に支援した。 

半導体やワクチン製造などサプライチェーン強靭化に

寄与する分野や、洋上風力、蓄電池などグリーン関連の価

値創造に繋がる分野では特に迅速な対応を行い、誘致につ

なげて米中摩擦や経済安全保障、脱炭素の要請に対応した。

加えて、地域への工場立地支援や、地域資源の海外への売

り込みに取り組む企業の進出支援を行い、地域経済活性化

にも寄与した。 

スタートアップの海外展開支援では、有望スタートアッ

プ企業を複数のツールを組み合わせて集中的に支援する

とともに、適切なベンチャーキャピタル（ＶＣ）に繋ぐこ

とができるメンターとのネットワークを構築した結果、資

金調達など難易度の高い成果を実現した。また、スタート

アップ・エコシステム拠点都市に選定された８拠点で、地

域と海外をつなぐアクセラレーションプログラムを新た

に実施した。 

2021 年度より新たに法人のミッションに追加された

「オープンイノベーション推進」の取組において、国際的

協業・連携支援活動（J-Bridge）を本格化し、日本や海外

の関心企業のネットワーク形成、マッチング等によるビジ

ネス創出を支援した。なお、J-Bridge は、日米商務・産業

パートナーシップ（ＪＵＣＩＰ）やアジア未来投資イニシ

アティブ（ＡＪＩＦ）等で相互の投資促進や社会課題解決

を図る柱として位置づけられている。 

（イ）農林水産物・食品の輸出促進 

新型コロナウイルス感染症による海外渡航制限に対応

するべく、事業のデジタル化を推進するとともに、品目別

団体と連携したプロモーション等の取組により、「未来投

資戦略 2018」に掲げられた農林水産物・食品輸出額１兆円

の政府目標の実現に貢献した。 

具体的には、香港に試験設置していた「食品サンプルシ

ョールーム」を世界 14 カ所に拡大、試食・試飲が可能な

体制を構築し、年間を通じた現地バイヤーと国内事業者と

のオンライン商談を実現した。また、現地法人や代理店等

による出展を基本とする主要海外見本市へのリアル出展

数を倍増させたことで、渡航規制の影響を最小化した。 

日本食品海外プロモーションセンター（ＪＦＯＯＤＯ）

によるプロモーションは、農林水産物・食品輸出拡大実行

戦略を踏まえた品目別団体との連携を推進した。加えて

2021 年度は、焼酎（米国）など新品目での調査やテストマ

ーケティング等を実施した。 

さらに、主要なターゲット国・地域において、在外公館、

ＪＥＴＲＯ海外事務所、ＪＦＯＯＤＯ海外駐在員を主な構

成員とする「輸出支援プラットフォーム」を設置し、輸出

先国の支援体制を強化した。同プラットフォームを通じて、

市場調査や規制情報等のカントリーレポート作成、新たな

商流の開拓、現地に販売、製造拠点をもつ現地法人の支援、

現地日本食レストラン等の組織化を通じた日本食の普及

などに取組、輸出事業者を包括的・専門的・継続的に支援

する。 

（ウ）中堅・中小企業など我が国企業の海外展開支援 

我が国企業の輸出や海外進出、進出後の現地展開や事業

見直し、さらには第三国展開まで一貫して支援を行った。 

その中でも、2021 年度は特に「通年型オンライン展示

会」事業など、デジタル事業を通じたマッチング機能を抜

本的に強化した。同事業では成功件数が前年比で３倍増と

なったほか、米国ＡＭＡＺＯＮにアジア初の国別特集ペー

ジ「JAPAN STORE」を開設、直販型にも取組、参加企業の

裾野拡大に貢献した。 

このほか、「オンライン商談会」や「ＥＣ事業」などデ

ジタルを活用した支援サービスも積極的に提供し、新型コ

ロナウイルス感染症以前を上回る成功件数を達成した。 

また、ＪＥＴＲＯが招待した優良バイヤーのみ閲覧が可

能なオンライン・カタログサイト「Japan Street」を本格

稼働し、日本企業が通年で世界の優良バイヤーと無料でマ

ッチングできる機会を提供した。 

（エ）我が国企業活動や通商政策等への貢献 

55 カ国 76 事務所の海外事務所ネットワークを活かし、

有事の機動的情報の収集・提供を強化したほか、重要性が

増している新しいビジネス上の課題に先行して対応し、企

業の関心を喚起した。 

例えば、ロシア・ウクライナ情勢では、勃発直後の 2022

年２月にウェブサイト上に特集ページを開設し、現地情勢
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及び各国の対応等について情報発信したほか、緊急ウェビ

ナーや在ロシア進出日系企業に対する現地アンケートを

実施し、最新情報を提供した。また、本部及び全貿易情報

センター（国内事務所）に「ウクライナ等ビジネス相談窓

口」を設置し、中小企業等からの相談にきめ細かく対応し

た。他方、新型コロナウイルス感染症の関係では、日本・

現地日系企業が直面する問題の解消に貢献する情報を提

供した。 

さらに、重要性が増している「経済安全保障」や「サプ

ライチェーンと人権」等のテーマについて、特集ページや

オンラインセミナー（ウェビナー）を通じて必要な情報を

提供し、企業の関心を喚起した。 

このほか、中韓との初めての経済連携協定（ＥＰＡ）で

ある地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）発効を受けたビ

ジネスチャンスについて情報発信するとともに、利活用促

進を図った。 

開発途上国・地域の経済、政治、社会について基礎的・

総合的研究を行うアジア経済研究所では、新型コロナウイ

ルス感染症禍における新興国経済の状況の分析をまとめ

た書籍や、世界貿易機関（ＷＴＯ）、アジア開発銀行（Ａ

ＤＢ）や経済協力開発機構(ＯＥＣＤ）等の国際機関との

連携による「グローバル・バリューチェーン」に関するレ

ポートなどを刊行したほか、メディアを通じた積極的な情

報発信を行い、顕在化しつつある政策課題に対し質の高い

分析を提供した。 
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